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予算委員会 ３月１１日（月）              開 会   １０時００分 

 

審査の経過概要 

 

（都市建設課入室） 

牟田学委員長 

ただいまから、３月８日に引き続き、予算委員会を開会いたします。 

ここで、３月８日の農政課の質疑における資料の提出があり、配布いたしましたの

で、確認をお願いいたします。 

委員の方に申し上げます。 

質疑については、３１年度の当初予算について、それから簡潔明瞭に質疑をしてく

ださるよう、お願いいたします。 

 

○議案第２２号 平成３１年度阿久根市一般会計予算 

牟田学委員長 

それでは日程表にしたがい、議案第２２号を議題とし、審査に入ります。 

初めに、都市建設課所管の事項について、審査に入ります。 

課長の説明を求めます。 

冨吉都市建設課長 

議案第２２号平成３１年度一般会計当初予算のうち、都市建設課所管の主なものに

ついて、御説明いたします。 

予算書の８ページをお願いします。第２表債務負担行為でありますが、都市建設課

所管分は、下から２行目の都市計画マスタープラン見直し業務委託料の８２２万８千

円であります。平成３１年度から３２年度にかけて市が策定し、決定します都市計画

マスタープランの見直しを行うため、３２年度の事業費を債務負担行為により充てる

ものであります。 

９ページをお願いします。第３表地方債でありますが、都市建設課所管分は、１０

ページ、上から４行目の市道新設改良事業から、１１ページ、上から３行目の公営住

宅改修事業までのそれぞれの事業について、事業費の一部に起債を充てようとするも

のであります。 

次に、予算に関する説明書により、歳出から御説明いたします。 

９２ページをお願いします。８款１項１目１４節使用料及び賃借料１４２万５千円

は、土木積算システムハード・ソフトウェア賃借料が主なものであります。２項１目

１節報酬３５０万２千円は、用地事務等嘱託員２名分であります。７節賃金１４１万

６千円は、道路台帳整備事務補助職員１名の賃金であります。 

９３ページをお願いします。１３節委託料５３０万９千円の主なものは、道路台帳

整備業務で、経年変化路線、改良路線のデータ修正を計画しているものであります。

１９節負担金補助及び交付金１,０４９万３千円の主なものは、昨年度まで市道清掃謝

金として８節報償費で支出していたものを、平成３１年度から市道等清掃活動補助金

として支出します１千万円が主なものであります。２目１節報酬３７３万円は、道路

作業指導等嘱託員２名分であります。４節共済費３６８万６千円は、道路作業指導等

嘱託員２名と道路作業員１０名分の健康保険料及び厚生年金、雇用保険料であります。

７節賃金１,７０８万円は、道路作業員１０名分の賃金であります。 

９４ページをお願いします。１３節委託料１,３３０万円の内訳は、市道伐開委託費

６３０万円と市単独の道路維持修繕事業に伴います測量設計業務委託費７００万円で

あります。１４節使用料及び賃借料の１８７万２千円は、市道の崩土除去及び伐木等

の機械借り上げ料１５２万２千円と、法定外公共物維持管理の機械借上げ料３５万円
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であります。１５節工事請負費７,８４７万３千円は、市民からの要望をふまえ、緊急

性や重要性、効率性を判断し、通行の安全を確保するための市単独の道路維持修繕事

業の改修工事費であります。１６節原材料費９００万円は、道路補修用資材のアスフ

ァルト合材、側溝蓋版、セメント、砕石等であります。１７節公有財産購入費１５２

万７千円は、市道戸柱倉津線及び高之口佐潟線の維持修繕工事に伴います用地購入費

であります。１９節負担金及び交付金２７０万円は、各区が維持管理を行っています

法定外公共物の改修事業費の補助金であります。 

３目１３節委託料５６０万円の測量設計業務は、社会資本整備総合交付金、市道高

之口佐潟線の道路改良舗装工事に伴います延長１００メートルの測量設計調査業務委

託料であります。１５節工事請負費９,８７９万８千円は、社会資本整備総合交付金を

活用して行います市道折口大辺志線の工事延長２６０メートルと、原発交付金を活用

して行います市道槝之浦深田線の工事延長８０メートルの工事費であります。１７節

公有財産購入費３百８０万円は、社会資本整備総合交付金により事業を行います市道

折口大辺志線及び不動下線の道路改良事業に伴います用地購入費であります。１９節

負担金補助及び交付金７５０万円は、県事業の県単道路整備事業、県道脇本赤瀬川線

中村工区の負担金と地方特定道路整備事業、県道脇本赤瀬川線槝之浦工区の負担金で

あります。市の負担率は、事業費に対しまして中村工区が１０％、槝之浦工区が５％

であります。２２節補償補填及び賠償金５２０万円は、社会資本整備総合交付金によ

り事業を行います折口大辺志線及び不動下線の道路改良事業に伴います防火水槽、電

柱移設費、立木補償費等であります。 

９５ページをお願いします。４目１３節委託料２,３４０万円は社会資本整備総合交

付金で行います鍋石橋、今越橋、第二大川橋、穴迫橋の４橋の橋りょう修繕詳細設計

業務委託費であります。１５節工事請負費１億７５０万円は、社会資本整備総合交付

金を活用して行います、高松跨線橋、新川橋、平床橋、臼岩橋と原発交付金を活用し

て行います第二鶴見橋の橋りょう改修工事費であります。６目１５節工事請負費５１

６万６千円は、通行の安全向上を図るため、ガードレール、区画線などの設置工事費

であります。１６節原材料費８３万２千円は、見通しの悪い危険箇所に、市直営の作

業班で設置するロードミラー２０基などの購入費用であります。 

３項２目１３節委託料３００万円は、雑木竹などが繁茂し洪水時等に危険が予想さ

れる河川の伐開費用であります。１５節工事請負費３００万円は、普通河川弓木野川

外２河川の護岸維持修繕の工事費であります。４目１５節工事請負費８００万円は、

豪雨により被災しました大川中屋敷地区の県単急傾斜地崩壊対策事業の工事費であり

ます。１９節負担金補助及び交付金４００万円は、県が行います県営急傾斜地崩壊対

策事業尻無１地区及び県単砂防事業塩屋浦谷地区の負担金であります。市の負担率は、

県営急傾斜地対策事業が５％、県単砂防事業が１０％であります。 

９６ページをお願いします。４項２目１９節負担金補助及び交付金１５２万円は、

県が行います黒之浜港改修事業の負担金であります。市の負担率は２０％であります。

５項１目１３節委託料６９９万８千円は、都市計画区域変更に伴います都市計画マス

タープラン見直し業務委託が主なものであります。 

９７ページをお願いします。３目１１節需用費３２０万４千円は、公園管理の為の

光熱水費と、公園施設の修繕料が主なものであります。１３節委託料７,１３２万１千

円は、指定管理者制度により管理運営を行ってます番所丘公園やその他市内公園等管

理委託料と、サンセット牛之浜景勝地の道の駅基本計画策定業務委託料及び、ふるさ

と景観整備事業国道３号沿線樹木伐採業務委託料が主なものです。 

９８ページをお願いします。１５節工事請負費５,７８０万円は、公園施設長寿命化

対策支援事業の番所丘公園大型遊具施設更新工事と、市単独事業の塩浜公園整備工事

及び地域振興推進事業のあくねサンセットライン薩摩街道頼山陽公園整備工事が主な
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ものです。１８節備品購入費２２０万３千円は、番所丘公園の備品購入が主なもので、

ゴーカート２人乗り１台を購入するものです。６項１目１節報酬４０８万２千円は、

市営住宅の維持修繕に係ります建築技能嘱託員及び管理事務等嘱託員１名の報酬であ

ります。 

９９ページをお願いします。１１節需用費１,２３７万２千円は、住宅修繕料が主な

ものであります。１２節役務費１８６万８千円は、市営住宅火災共済掛金のほか、貯

水槽及び浄化槽の法定検査手数料及び滞納者に対する法的措置に係ります裁判の手数

料などであります。１３節委託料１,５２１万８千円は、春畑住宅整備事業に伴います

耐震診断調査業務及びアスベスト含有調査業務と、ふれあい住宅整備事業に伴います

設計業務、住宅整備事業に伴います長寿命化計画策定業務が主なものであり、さらに

寺山住宅の６基のエレベーター保守点検業務等の費用であります。 

１００ページをお願いします。１５節工事請負費６,０４１万８千円は、補助事業に

より春畑住宅の水洗化等の事業と、単独事業の老朽住宅除去事業によります１１戸の

解体工事が主なものであります。１７節公有財産購入費１６３万６千円は、市営住宅

の流し台、風呂釜、換気扇などの購入費用であります。１９節負担金補助及び交付金

５５２万７千円は、浄化槽管理費等の負担金９５万４千円と、危険空家等解体撤去事

業に対します補助金４５０万円が主なものであります。３目１９節負担金補助及び交

付金４８０万２千円は、がけ地近接等危険住宅移転事業１件分であります。 

１２３ページをお願いします。１１款６項１目単独土木施設災害復旧費の８００万

円は、国庫補助の対象とならない緊急を要する工事のほか、補助災害の認定に要する

事務費等であります。 

次に、歳入について御説明いたします。 

１９ページをお願いします。１０款1項1目１節交通安全対策特別交付金２５０万円

は、交通反則金等をもって交付されるものであり、見込額を計上してあります。１１

款１項２目１節河川費分担金８０万円は、県単急傾斜地崩壊対策事業費の受益者分担

金であります。これは、事業費に対する受益者の負担金１割であります。 

２１ページをお願いします。１２款１項６目１節道路橋りょう使用料７０５万５千

円は、市道内に占用している電柱及びガス管等の道路占用料が主なものであります。

３節住宅使用料８,４８６万６千円は、現年度及び過年度分の市営住宅使用料８,２９

６万６千円と、市営住宅駐車場使用料１７７万８千円が主なものであります。 

２４ページをお願いします。１３款２項７目２節道路橋りょう費補助金８,９７６万

９千円は、社会資本整備総合交付金の道路改良事業２,３００万４千円と、橋りょう改

修事業６,６７６万５千円であります。補助率は、道路改良事業が５４％、橋りょう改

修事業が５９.４％であります。５節都市計画費補助金１,７５０万円は、社会資本整

備総合交付金の公園施設長寿命化対策支援事業であります。補助率は事業費の２分の

１であります。６節住宅費補助金３,２２５万８千円は、社会資本整備総合交付金の春

畑住宅整備事業２,４７６万２千円、ふれあい住宅整備事業５０万２千円、公営住宅整

備事業２３４万３千円、住宅・建築物安全ストック形成事業２４０万１千円、空家再

生等推進事業２２５万円であり、各事業に対する国の補助率は対象経費の２分の１で

あります。 

２７ページをお願いします。１４款２項７目３節河川費補助金４００万円は、県単

急傾斜地崩壊対策事業中屋敷地区の県補助金であり、補助率は事業費に対する２分の

１の補助金であります。５節都市計画費補助金３２０万円は、地域振興推進事業あく

ねサンセットライン薩摩街道頼山陽公園整備工事に対する県補助金であり、補助率は

事業費に対する２分の１であります。 

６節住宅費補助金１２０万円は、がけ地近接等危険住宅移転事業費４８０万２千円

に対する県補助金であり、補助率は対象経費の４分１であります。 
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２９ページをお願いします。１５款２項１目１節土地建物売払収入４,９３０万６千

円のうち、都市建設課所管分は、潟土地区画整理事業地区内の未処分市有地処分２筆

の売払収入１,１５６万円を見込んだものであります。 

３５ページをお願いします。２０款１項７目土木債は、説明欄に記載してあります

ように、それぞれの事業の財源の一部に市債を充てるものであります。 

以上で説明を終わりますが、よろしくお願いいたします。 

牟田学委員長 

課長の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

仮屋園一徳委員 

９３ページを、８款２項１目１９節の補助金の市道等清掃活動費なんですけど、こ

れについては今まで謝金で均等割、実積割とあったのがこれに代わったというふうに

考えていいんですかね。 

冨吉都市建設課長 

そのように考えてよろしいと思います。 

仮屋園一徳委員 

今までの積算根拠と何か変わった分があるんですかね。変わった分があればちょっ

と説明をお願いします。 

池田都市建設課長補佐 

来年度につきましてはですね、今までは委員が言われるように均等割、延長割とい

うのがあったかと思います。それでですね、本年度までは実施距離が延びれば単価が

少なくなってきたかと思いますけれども、今度は補助金ということになりますので、

均等割については１回目２千円、２回目５千円、３回目５千円という形と、それとあ

と距離割ということで、それぞれ今までは実施距離に合わせて総体の予算から割り戻

して単価を決めてたんですけれども、それではなくて、実施距離によってですね、金

額を定める予定でおります。 

［仮屋園一徳委員「オーケーです」と呼ぶ］ 

西田数市委員 

９８ページの８款５項３目１８節備品購入費のゴーカートは１台が２２０万３千円

になるんですか。 

池田都市建設課長補佐 

ゴーカートはですね、これはほかの備品もありまして、ゴーカートだけで言えば１

００何十万になるかと思います。１００万超えます。本年度で言えば１５０万くらい

に確かなったかと思います。 

西田数市委員 

ゴーカート、その１台は何年くらいもつんですか、大体。 

池田都市建設課長補佐 

今一番古いのでですね、平成２年というのがあります。２０何年乗ってるんですけ

ども、どうしてもそこがですね、故障もあったりするもんですから、今後買い替えを

していこうというふうに思っているところで、今回も平成２年がですね、今、たしか

４台ぐらいまだあるものですから、それを順次買い替えていこうということで今、計

画的にやっているところです。 

［西田数市委員「了解しました」と呼ぶ］ 

牟田学委員長 

ほかにありませんか。 

中面幸人委員 

先ほどの６番委員と重なりますけれども、９３ページの８款２項１目１９節、市道
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等清掃活動について若干お伺いいたしますが、今までやっぱりですね、自分たちの集

落は自分たちで守っていこうということで、集落内のどうろについては過去、ずっと

集落で草払い、道路の草払い等をやってきたわけです、年に２回なり３回なりですね。

ところが最近、高齢化が進んで、実際活動できる人間が減ってきてですね、もう路線

とか距離は変わらないけど、活動人口が減ってきているものですから、相当難儀して

いる状況で、私もいろいろ提案等も今までも何回もしてきたんですけれども、今回、

若干変わってるということでですね、先ほど若干説明もございましたけれども、今ま

での現状を言えばですね、私は自分のところを言うんですけれども、自分のところは

大体市道が６路線あってですね、結構延長もあるんですけれども、決して１日では終

わらないでですね、それなりに前もって、みんな出て日曜日にするんですけれども、

若い人たちなんかも１日というのは嫌うもんだから、前もってですね、役員なりそれ

ぞれで半日、１日で終わるような努力をしているわけなんですけれども、自分たちの

ところは６路線あって延長も長いのに、金額で昔で言う謝金で言えば、たしか７、８

万ぐらいもらっておった。ある地区によっては、もうそこもする人がいなくて、区長

さん１人で、 

［牟田学委員長「中面委員」と呼ぶ］ 

言わなわからんで言わせてよ。あるところでは、区長さんが１人でやっているとこ

ろ、そこも７、８万ぐらい謝金をもらってて、何か歩が悪いなと私はいつも思ってお

ったんですけれども、若干今度は先ほど言いましたように、１回目で２千円、２回目、

３回目は５千円という均等割、それとまた延長の実施距離によって変わるということ

でございますけれども、若干その辺は今とすれば変わるんですか。 

池田都市建設課長補佐 

今についてもですね、均等割で１万２千円という部分がありました。距離がですね、

長ければそれだけ謝金というのは多くなってますので、実際に今回は単価はもちろん

変わってきますので、やっぱり１回よりも２回。それでも距離を長くしたほうが謝金

というか補助金については多くなるということですので、今までとですね、実施回数、

距離というのでやっていただければ、それだけの補助金になるということになります

けれども。 

中面幸人委員 

若干ですね、なかなか詳しくはまたお聞きしますけれども、簡単に言えば、今まで

どおりですよ、若干はやっぱり今までの謝金よりは若干は上がるという捉え方でよろ

しいですか。 

池田都市建設課長補佐 

そうですね、今までと同じような活動をしても若干上がるというふうに考えており

ます。あと、予算的にはですね、やればやっただけの補助金を一応、予算ということ

で昨年度からすれば倍ぐらいの予算についてはとっているところでございます。 

牟田学委員長 

よろしいですか。ほかにありませんか。 

白石純一委員 

９３ページ、８款２項２目のちょっとどの節かがはっきりわからないんですけれど

も、もしあればですね、昨年度ですかね、元議員によるガードレールの落書きがござ

いましたが、これに対する補修の費用等はこの中には入っていないんですかね。 

冨吉都市建設課長 

ガードレールの補修という部分であればですね、それぞれの今、取りかえたりとか

いうような分、また新しく設置するという分が毎年予算を計上しているところであり

ます。今、お尋ねの塗るというような費用については、維持修繕の通常の業務の中で

やっていますので、作業員等の業務ということでやっているところであります。 
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白石純一委員 

具体的にその被害にあったガードレール部分については、具体的に補修をされると

いうことでいいんですか。 

冨吉都市建設課長 

補修をやっていくということで御理解していただきたいと思います。 

白石純一委員 

その費用は原因をつくった方に請求するということでいいんでしょうか。 

冨吉都市建設課長 

費用については先ほど言いましたように、需用費等の部分の中でペンキを買ったり

とかしているようなところであります。ペンキとか必要な材料を購入してということ

で需用費等でやっているところです。 

白石純一委員 

それに要した費用、財源は後日でもその原因をつくった方に請求されるんでしょう

かという質問です。 

池田都市建設課長補佐 

今、委員が言われるのは、今、ガードレールを落書きで塗ってあるところの補修の

後のその財源ということでよろしいですかね。それについてはですね、うちのほうで

今、課長が言いましたように、うちのペンキ等で塗った、それについてはですね、今

後請求を含めて今から検討していくところでございます。 

白石純一委員 

検討していくとは、費用弁償を求めないこともあるということですか。 

池田都市建設課長補佐 

一応、求める方向でですね、今考えているところであります。 

牟田学委員長 

いいですか、ほかに。 

竹原恵美委員 

９４ページ、８款２項２目１５節工事請負費、７,８４７万３千円は単独事業で市内

の道路の維持修繕ということですが、何件準備をしていて、ランクづけをしていて、

そのうち何件処置ができるというふうに見込んでいるんでしょうか。 

大野維持係長 

３１年度については、今、はっきりとした資料はないんですけれども、概ね３０件

ぐらいの維持修繕を予定しております。 

竹原恵美委員 

何件してほしいというふうに引き受けていて３０件を処理するという、今言われた

のは３０件だけれども、何件抱えているのか、ランクづけをして準備をされているの

かというふうに聞いたんですけど。 

大野維持係長 

申しわけありません。正式な資料を持ってきておりませんけれども、現在、今抱え

ているのは約２００件ぐらいを抱えております。２００件ぐらいのうちから今予定し

ているのが概ね３０件ぐらい。ただ、これについては緊急で家屋とか畑とか、そうい

うところに影響があるところ、これについてはすぐにしないといけませんので、予定

箇所はずれるということは多々あります。以上です。 

竹原恵美委員 

２００件中の３０件、緊急性でどんどん順番が入れ替わりながらということは、多

分２００件がどんどん年数がふえると状態が変わっていく、またはプラスされていっ

てしまうので、処置の方法をどう逃がすかは御検討ください。お願いします。 

牟田学委員長 
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ほかに。 

山田勝委員 

９３ページのですね、２款２項１目ですね、１３節の法定外公共物管理及び登記関

係測量と書いてありますが、この法定外公共物というのは何を言うんですかね。 

池田都市建設課長補佐 

法定外公共物と言われるのは、昔言っていた青線、赤線の部分であります。里道、

水路ですね、の分を法定外公共物となります。 

山田勝委員 

法定外、なら登記関係測量とありますが、仮にですね、法定外公共物のところで崩

れたとかなにかせないかんとかいう場合には、建設課でちゃんと管理されたり、ある

いは工事をされたりするんですか。あなたの言う法定外公共物がそういう場合になっ

たときには。 

冨吉都市建設課長 

法定外公共物、先ほど説明させていただきましたが、地元に管理をお願いをしてい

る法定外公共物についてはですね、その中で地元が法定外公共物が壊れたりとかいう

ようなところにおきまして補助金として今、３０万円を限度としてお渡しをして補修

等を行っていただいているところであります。以上です。 

山田勝委員 

なら、地元が責任を持って施工せないかんということですか。 

冨吉都市建設課長 

そのように考えていただけたらというふうに思います。 

山田勝委員 

次のですね、負担金及び交付金の中の市道等清掃活動補助金ということで、１千万

円計上してあるんですが、これは各集落にやられるんですか、どこにやるんですか。 

池田都市建設課長補佐 

各集落にやる補助金であります。 

山田勝委員 

それでは、やる金額については算定基準は今までと変わらないというふうに考えれ

ばいいですか。 

牟田学委員長 

先ほど８番委員でありましたけれども。 

山田勝委員 

いいです。 

次に、交通安全施設整備費の中でですね、私、気になってたんですけど、今はこの

財源を交通災害特別会計から歳入として受け入れていると思うんですけれども、以前

はですね、これはこれでまた別に県費のほうでですね、受け入れておったようなんで

すが、どういうことですか。それは阿久根市がやらなないわけでしょ、このガードレ

ールの設置に関する予算は。財源は阿久根市の交通災害特別会計からの分しかないん

ですかって言うだけです。 

冨吉都市建設課長 

財源につきましてはですね、県の交通安全対策交付金、１０款１項１目の交通安全

対策特別交付金２５０万円というのがありまして、これを一般財源のほうに入りまし

けれども、これをまたうちのほうにいただいてというようなことで整備を行っている

ところであります。 

山田勝委員 

それはわかるんだけど、以前はですね、もっとたくさんあったような気がするんで

すが、この交通安全対策交付金というのがですよ。だから２５０万というのは少ない



 

- 8 - 

なという気持ちで、これもきっとですね、私たちは交通の反則金を財源にしとったと

いう話を聞いてますからね。近ごろは、反則はないのかなという気持ちもしているだ

けのことですよ。 

冨吉都市建設課長 

確かにですね、今、交通事故違反とかいう部分がですね、減ってきたというような

ことで、交付金自体、以前は３００万とか４００万近いお金をいただいていたという

ふうに思いますが、今、このごろ、近年においては今の２５０万円程度というのが交

付されるような状況であります。 

［山田勝委員「いいことです。ありがとうございました」と呼ぶ］ 

牟田学委員長 

ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、議案第２２号中、都市建設課所管の事項について、審査を一時中止いた

します。 

 

（都市建設課退室、教育総務課・学校教育課・学校給食センター入室） 

 

牟田学委員長 

次に、教育総務課、学校教育課及び学校給食センター所管の事項について審査に入

ります。 

課長の説明を求めます。 

山元教育総務課長 

議案第２２号 平成３１年度一般会計予算のうち、教育総務課、学校教育課及び学

校給食センター所管の事項について、御説明申上げます。 

はじめに、予算書の８ページをお開きください。第２表債務負担行為のうち、教育

総務課所管分として、一番下の行の三笠中学校１号棟長寿命化改修事業について、平

成３２年度まで７,２３７万９千円を限度として負担しようとするものであります。 

次に、１１ページをお開きください。第３表地方債のうち、教育総務課所管分は、

上から６行目、中学校校舎等改修事業について、起債により事業費の一部に充てよう

とするものであります。 

次に、歳出について御説明申し上げます。 

１０４ページをお開きください。第１０款教育費１項１目教育委員会費は、１節報

酬２１２万７千円の教育委員４人分の報酬が主なものであります。２目事務局費２節

給料から４節共済費は、教育長及び職員９名分の人件費が主なものであります。８節

報償費２０２万３千円は、講師謝金のほか、スクールガードリーダー活動謝金や会議

等への出会謝金が主なものであります。 

１０５ページをお願いします。１９節負担金補助及び交付金、３,５５６万円は、協

議会などへの負担金や会議出席負担金のほか、県教育委員会派遣職員負担金４名分の

３,４８３万７千円が主なものであります。 

１０６ページをお願いします。３目教職員住宅費は、教職員住宅の修繕、維持管理

等に要する経費であります。４目教育指導費は、外国語指導助手に係る予算であり、

１節報酬３９６万円の外国語指導助手１名分が主なものであります。 

１０７ページをお願いします。次に、２項小学校費１目学校管理費１億１５８万３

千円は、前年度比４,６１０万６千円の減額であります。１節報酬１,６１８万５千円

は、学校図書館嘱託員６名分及び建築技能嘱託員、その他、学校保健安全法に基づく

学校医、学校薬剤師の校内検診等に係る報酬であります。４節共済費は、学校用務員

及び図書館嘱託員の社会保険料が主なものであります。７節賃金１,３６１万６千円は、
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学校用務員９人分の賃金であります。１１節需用費３,１４７万６千円は、各小学校配

当の消耗品費、光熱水費などのほか校舎等の修繕料が主なものであります。１３節委

託料１,１２６万円は、各小学校の警備業務、浄化槽清掃業務、廃棄物収集業務など説

明欄に記入してあります１６件の委託業務を予算計上しております。 

１０８ページにお願いいたします。１５節工事請負費１,３８０万３千円は、電源立

地地域対策交付金事業として山下小学校１６号棟屋根防水工事のほか、単独事業とし

て脇本小学校児童用トイレ改修工事ほか３件の工事を予算計上しております。１６節

原材料費は、校舎補修等の材料費であります。１８節備品購入費３１９万９千円は、

図書室の机、椅子、体育館緞帳、カーテン、給食配膳台など学校管理備品の購入費で

あります。１９節負担金補助及び交付金９６万８千円は、学校管理下における児童の

怪我に対し給付を行う共済掛金が主なものであります。 

次に、２目教育振興費７,８９３万５千円は、前年度比１,６８３万円の増額となり

ます。７節賃金１,８８８万６千円は、特別支援教育支援員１２名と理科教育支援員２

名の賃金であります。１１節需用費１,２４７万４千円は、小学校のプリンターインク

代のほか、各小学校に配当します授業用の消耗品やコピー代、用紙代などが主なもの

であります。 

１０９ページになります。１３節委託料７２１万３千円は、脇本小学校に通学する

旧隼人小校区の児童に対する通学バス等運行業務委託料、各小学校におけるパソコン

関連保守業務やＩＣＴ支援業務に係る委託料、学力・知能検査業務委託料などが主な

ものであります。１４節使用料及び賃借料２,１５７万円は、小学校のパソコンや周辺

機器、ウェブセキュリティシステム等の借上げ料が主なものであります。１８節備品

購入費３３４万円は、各小学校の教材備品に係る購入費のほか小学校必読図書の購入

費になります。１９節負担金補助及び交付金１６７万３千円は、各小学校の教育活動

等に要する経費に対して補助する「未来をひらく阿久根っ子事業費」や山村留学実施

事業に係る補助金などが主なものであります。２０節扶助費８２９万１千円は、特別

支援教育児童及び準要保護児童の学用品費や給食費等を助成するものであります。 

１１０ページになります。次に、３項中学校費１目学校管理費１億８,９７４万５千

円は、前年度比１億２,０９５万３千円の増額であります。１節報酬７９６万１千円は、

学校図書館嘱託員３名、建築技能嘱託員、学校医・学校薬剤師の職務にかかる報酬で

す。４節共済費は、学校用務員及び図書館嘱託員の社会保険料が主なものであります。

７節賃金６０５万２千円は、学校用務員４人分の賃金です。１１節需用費１,６６３万

４千円は、各中学校配当の消耗品費・光熱水費などのほか校舎等の修繕料が主なもの

であります。１３節委託料６３１万１千円は、各中学校の警備業務、浄化槽清掃業務、

廃棄物収集業務など説明欄に記入してあります１５件の委託業務を予算計上しており

ます。 

１１１ページになります。１４節使用料及び賃借料３,６６３万９千円は、三笠中学

校１号棟の長寿命化改修に伴う仮設校舎借上料が主なものであり、１５節工事請負費

１億８５２万５千円は、三笠中学校１号棟長寿命化改修工事に係る費用であります。

なお、当該事業につきましては、平成３２年度までの２カ年にわたって行われる予定

であり、これらの借上料及び工事に係る３１年度分の費用を見込額として計上してお

ります。１８節備品購入費１８３万５千円は、体育館の緞帳や折りたたみ椅子など学

校管理備品の購入費であります。１９節負担金補助及び交付金４４万７千円は、学校

管理下における生徒の怪我などに対して給付を行う共済掛金が主なものであります。 

次に、２目教育振興費５,１５６万４千円は、前年度比８９５万円の増額であります。

１節報酬９６０万円は、学校教育支援事業として、英語の支援教員４名を配置する予

定であります。７節賃金４０９万５千円は、特別支援教育支援員３名分の賃金であり

ます。１１節需用費７１２万７千円は、中学校のプリンターインク代ほか、授業用の
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消耗品と教材備品の修繕料が主なものであります。１３節委託料４１５万９千円は、

鶴川内中学校に通学する旧田代中校区の生徒の通学バス等運行業務、各中学校におけ

るパソコン関連保守業務やＩＣＴ支援業務に係る委託料、学力・知能検査業務委託料

が主なものです。 

１１２ページになります。１４節使用料及び賃借料１,１７３万５千円は、中学校の

パソコンや周辺機器、ウェブセキュリティシステム等の借上げ料が主なものでありま

す。１８節備品購入費２０５万９千円は、各中学校の教材備品購入費のほか、中学校

必読図書の購入費になります。１９節負担金補助及び交付金１９６万７千円は、中学

校体育に関する競技会等参加補助金や「未来をひらく阿久根っ子事業補助金」などが

主なものであります。２０節扶助費７４４万６千円は、特別支援教育及び準要保護生

徒の学用品費、給食費等を助成するものであります。 

１１３ページになります。次に、４項１目幼稚園費１９節負担金補助及び交付金４

０万円は、未来をひらく「阿久根っ子」事業の補助金になります。 

１２１ページをお願いいたします。次に、６項４目学校給食センター運営費２節給

料から４節共済費は、職員１名の人件費が主なものであります。７節賃金は、臨時の

事務補助員の賃金であります。１１節需要費２,００５万８千円は、給食センターに係

る消耗品、光熱水費、燃料費、修繕料などになります。１３節委託料４,２８４万６千

円は、学校給食業務のほか、衛生保守管理業務など説明欄に記載の１１業務の委託料

であります。 

１２２ページになります。１８節備品購入費１７１万２千円は、厨房用機器類の購

入費であります。１９節負担金補助及び交付金２００万４千円は、学校給食akuneわく

わくパラダイスデー事業の補助が主なものであります。 

次に、歳入について御説明申し上げます。 

２０ページをお開きください。第１１款分担金及び負担金２項３目教育費負担金１

節小学校費負担金３６万１千円及び２節中学校費負担金１８万４千円は、児童生徒の

学校管理下におけるけがなどに関する必要な給付を行うための共済掛金の保護者負担

金であります。小学校７８５人、中学校４００人、計１,１８５人分を見込み予算計上

しました。 

２１ページになります。第１２款使用料及び手数料１項７目教育使用料２節小学校

使用料４２万５千円及び３節中学校使用料５０万２千円は、小・中学校の体育館施設

使用時の照明料であります。 

２４ページをお願いします。第１３款国庫支出金２項９目教育費国庫補助金２節小

学校費補助金３９万２千円は、特別支援教育就学奨励費及び要保護児童の援助費に係

る国庫補助金であります。３節中学校費補助金２,２４８万９千円は、三笠中学校１号

棟長寿命化改修工事に係る学校施設環境改善交付金や特別支援教育就学奨励費、要保

護生徒の援助費に係る国庫補助金が主なものであります。 

２７ページをお願いいたします。第１４款県支出金２項９目教育費県補助金１節教

育総務費補助金４９万６千円は、スクールガードリーダー配置事業に係る県補助金で

あります。 

２９ページをお願いいたします。第１５款財産収入１項１目財産貸付収入１節土地

建物貸付収入の教育総務課所管分は、説明欄の３行目、教職員住宅の貸付料７３５万

２千円であり、小学校１８戸、中学校７戸、指導主事１戸の計２６戸分であります。 

３５ページをお願いします。第２０款市債１項９目教育債３節中学校債１億２,２５

０万円は、三笠中学校１号棟長寿命化改修工事の財源とするものであります。 

以上で、説明を終わりますが、よろしくお願いいたします。 

牟田学委員長 

課長の説明が終わりました。 
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暫時休憩します。 

 

（休憩 １１：０３～１１：１３） 

 

牟田学委員長 

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 

これより質疑に入ります。 

竹原恵美委員 

１０６ページの１０款２項１目、各章のところの比較の金額が全体額に対して大き

い場合は、その理由などを添えていただければわかりやすいと思うんですが、お願い

します。 

山元教育総務課長 

竹原議員にお答えいたします。初めに、１０７ページの１０款２項１目学校管理費

の対前年度比４,６１０万６千円の減額でございますが、これの大きな要因といたしま

しては、昨年度は１３節委託料で阿久根小学校の長寿命化改修実施の業務が約１千万

ほどございました。それから１５節工事請負費といたしまして阿久根小学校の校舎の

床の張り替え工事ですとか運動場のトイレ改修事業等で約３,９００万ほどの工事があ

ったんですが、これらが今回減額ということでこのような４,６００万ほどの減額にな

った主な要因でございます。続きまして、１０８ページ、２目教育振興費の１，６８

３万円の増額になっておりますけれども、この主な要因といたしましては、今回小学

校のほうへＩＣＴの機器等の配備をするための使用料等を約２,２００万程計上したこ

とが主な要因でございます。それから１１０ページ、３項１目中学校費の学校管理費、

対前年度比１億２,０９５万３千円の増額となっておりますけれども、これの大きな要

因は三笠中学校の長寿命化改修業務といたしまして、仮設校舎の借り上げ料ですとか

改修工事の事業費といたしまして１億４,４００万ほどを計上したことが主な要因でご

ざいます。それから、１１１ページの教育振興費の８９５万円の増額ですけれども、

ここは中学校におけるＩＣＴ化関連機器のリース料を今回追加したということが主な

要因でございます。以上です。 

竹原恵美委員 

今、ＩＣＴの使用料２,２００万や増額の理由が大きいということなんですけれども、

特に機器は入らないんだけれども、ことしに入れなきゃいけないものが特別ＩＣＴ関

係であるということなんでしょうか。 

山元教育総務課長 

ここにつきましては、３２年度から全面的に実施されます新しい学習指導要領に基

づきまして、各学校においてコンピューター関連の環境を整える必要があるというこ

とで、３１年度から子供たちが使うタブレットですとか、校務用のパソコンですとか、

それに伴うソフトですとか、そういったものを導入する予定でおります。 

［竹原恵美委員「オーケーです」と呼ぶ］ 

牟田学委員長 

ほかにありませんか。 

白石純一委員 

１０６ページ、１０款１項４目教育指導費、報酬の外国語指導助手１名分ですけれ

ども、外国人の英語指導員、今、２人いらっしゃるのではないかと思うんですが、１

名分というのの理由を、来年１人減るんでしょうか。 

久保学校教育課長 

この外国語指導助手の１人は、ＡＬＴの外国語指導助手で、もう一人は中学校費に

入っております。学校教育支援員の中に１人、外国語の支援員として入っております。 
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白石純一委員 

どちらに入れるかということよりも、そのお２人がもし同じような能力、あるいは

同じような仕事内容であれば、同一待遇、賃金にすべきではないんでしょうか。 

久保学校教育課長 

採用の段階で、まず地元の支援員、学習支援員ということで採用し、それから後、

さらにネイティブが必要ではないかというようなことでＡＬＴを採用したという経緯

でありますので、今その流れできておりますので１人、１人という感じでなっており

ます。 

白石純一委員 

経緯はどうであれですね、同様の仕事内容、同等の能力であれば同一、同等の待遇

をすべきではないかと思うのですがという質問なんですがいかがですか。 

久保学校教育課長 

まだ契約がＡＬＴのほうもまだ残っておりますので、今後そういうような御意見が

あったということを参考にしながら検討していきたいなというふうに思います。 

白石純一委員 

次に１０８ページ、１０款２項１目、上程のときの質問でちょっと上がったような

記憶もあるんですが、もう一度すみません、確認のため教えてください。１５節の脇

本小児童用トイレ改修、これは洋式化でしたかね。 

山元教育総務課長 

白石委員のお答えいたします。ここにつきましては、和式トイレの洋式化が主な工

事の内容でございます。 

白石純一委員 

そのトイレについては、その部分については何基の和式が何基の洋式になるんです

かね。 

山元教育総務課長 

今回の脇本小学校のトイレにつきましては、北側のトイレで女子用の和式の１基を

洋式に改修、それから東側のトイレで男子トイレの和式の１基を洋式の１基に改修、

女子トイレの和式の２基を撤去して洋式の１基に改修、それから西側のトイレの、女

子トイレの和式の２基を洋式２基へということで、全体で和式を６個減らして様式を

５個ふやすという計画でございます。 

白石純一委員 

その点、了解しました。次の質問ですが、１２２ページ、１０款６項、１９節の昨

年から始まっている学校給食akuneわくわくパラダイスデー事業ですが、先日、折多小

の事業に参加させていただきました。大変子供たちは既にですね、英語も勉強してい

るということで、教室のあちこちに英語の表記もあって、子供さんが英語で挨拶をさ

れるなど、説明をされるなど大変英語にも取り組んでいらっしゃるというのがよくわ

かりましたが、そこで昨年も質問したんですが、わくわくパラダイスデーというのは

天国の日ということですから、そのネーミングが果たしていいのかと、英語を勉強し

ている子供たちに笑われるような私は名前だと思うんですが、例えばですね、イート

アクネと、阿久根を食べようとか、テイストアクネ、阿久根を味わおうとか、それこ

そ阿久根デリシャス＆ナチュラルデーだったらアクネ、うまいネ、自然だネの日とい

うことになるわけです。せっかくそういう英語と阿久根の地産地消を子供たちに教え

るのであれば、そういったこともやはりネーミングから考えないと本当にそういうチ

ャンスを逃しているなと思うんですが、いかがでしょうか。 

山元教育総務課長 

ここにつきましては、３０年度からの新たな事業としてこのネーミングで実施をさ

せていただいているところでございます。ネーミングにつきましては、委員のほうか
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らいろいろお話をいただいているところではございますけれども、教育委員会といた

しましてはまずはこのネーミングでスタートをさせていただいておりますので、しば

らくはこのネーミングで実施をさせていただければというふうに考えているところで

ございます。 

白石純一委員 

一度始めたからそれをずっと続けるというのは、何の合理的な意味はないわけです

よ。本当にそれがパラダイスデーて天国の日と、どういう意味なのかわかりませんけ

れども、変えたほうがいいと言ったら改めるべきだと思うので検討してください。そ

して、やはり昨年この事業を機にフードマイルと、よそから持って来ると二酸化炭素

排出量がふえるんですよというようなことも子供たちに教える場になれるんじゃない

か、できるんじゃないかということで当時の課長はたしか検討しますということでし

たけれども、検討されてますでしょうか。 

松﨑学校給食センター所長補佐 

昨年度、フードマイルについて検討ということで、フードマイルにつきましてはわ

くわくパラダイスデーの１学期の分、それから２学期の分、３学期の分、この３回に

ついては試算をしております。 

白石純一委員 

それを子供たちにその考え方を教える場というのが、私は２回出ましたけれどもそ

ういうのは聞かなかったんですけれども、子供たちに教育として認識していただくと

いうことはされてないんですか。 

松﨑学校給食センター所長補佐 

現在のところ、各学校にはマイルレージについてはですね、説明はしていないとこ

ろです。 

白石純一委員 

せっかくそうやって計算していらっしゃるのであればですね、先生やら保護者、あ

るいは子供たちにこういう考え方で地産地消は大事なんだよということも教えないと

もったいないんじゃないかと思うんですが、いかがですか。 

松﨑学校給食センター所長補佐 

委員がおっしゃるとおり、地産地消にかかわることでございますので、マイルレー

ジにつきましても今後給食だより、あるいは献立等でですね、お知らせをしていきた

いと思っております。以上です。 

［白石純一委員「了解です」と呼ぶ］ 

西田数市委員 

１０４ページ、１０款１項２目１節の報酬ですね、いじめ問題対策委員会委員４名

分、委員会は年に何回ぐらい開いてるんですか。 

久保学校教育課長 

年２回開催しております。 

西田数市委員 

２回開いて対策ということですので、いじめ問題は減りましたか、回数的に。 

久保学校教育課長 

いじめの各学校からまとめているものは、認知件数ですので、これは些細なことに

ついても報告を求めるということで、認知件数はそれほど減ったということは捉えて

おりません。ただし、認知件数ですので、これは学校が気づくということが大事なこ

と、そして気づいたことをできるだけ早い時期に、時間に解決するというようなこと

で各学校でも取り組んでおりますし、学校教育課も指導をしているところです。 

西田数市委員 

委員の方々は普通の民間の方々ですか。ちょっと教えてください。 
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久保学校教育課長 

専門の、例えば医師とか心理士とかそういうふうに、あと弁護士も含めてですね、

そういう専門の技能を持った方々になります。 

西田数市委員 

では、テーブルの上だけでしか話はしてないんですよね。実際、現場はわからない

人たちですね。 

久保学校教育課長 

委員の中には、別の、例えばいじめに関する会に出席されている方もいらっしゃい

ますし、この委員会ではどちらかというと重大事態が起こった場合に教育委員会とか

学校はどうすべきか、またそれが起こらないためにはどういうふうにすべきかという

ことで対策を研究していただいております。 

［西田数市委員「了解」と呼ぶ］ 

牟田学委員長 

ほかに。 

濵之上大成委員 

１０８ページのですね、１０款２項学校管理費と教育振興費についてちょっとお尋

ねします。まず、１０８ページの１８節の備品、小学校教育用備品、それから振興費

のほうの１８節の小学校教材備品というのがあるんですが、どんなものを大体準備さ

れるんですかね。単純な質問です。 

山元教育総務課長 

濵之上委員にお答えいたします。初めに、学校管理費のほうの備品ですけれども、

これは各小学校で主には教室等に設置しますカーテンですとか、図書室の机、椅子、

体育館の緞帳、それから給食の配膳台、こういったものが主でございます。それから

教育振興費のほうの備品ですけれども、こちらは教材用として使います、体育で使う

トランポリンですとか一輪車、あるいはソフトボールの用具セットですとか、図工で

使うローラーですとか、そういった教材品が主でございます。以上です。 

濵之上大成委員 

実はですね、工作等の、学校教育課でいいのか知らんけれども、昔はですね、竹を

切ってこい、木を何センチ切ってこいといった感じで、それぞれの個々の生徒に合わ

せてですね、工作していたんですが、今、このごろ見ると、工作がほとんど全員が同

じ品物、部品を買ってつくるんですよ。そしてそこに違いといったら飾り方の違いぐ

らいであって、こういう状況というのはどうしたものだろうと思って、学校教育課長

はどのように思いますか。部品が全員一緒なんですよ、工作をするときの。時代です

かね。 

久保学校教育課長 

いろいろな工作において、なかなか特定の工作というものがちょっと特定はできま

せんけど、場合によってはなかなか集められにくいものもあるというようなことで学

校においては全員で部品をそろえてとかということもあると思います。 

濵之上大成委員 

各担任の先生が面倒くさいなと思ってらっしゃるのかなと思いながら終わります。 

それからですね、１０８ページと１１２ページの２目の教育振興費の中のですね、

わずかな小中学校２万という教職員の研修費２万ですが、これはどのようなものをさ

れるんですか。 

牟田学委員長 

何ページになりますか。 

濵之上大成委員 

１０９ページの教職員等研修、１９節の負担金の２万円、それから中学校の教職員
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研修、小学校でもいいです。この２万の教職員等研修というのは中身はどのようなの

をされるんですかね。 

久保学校教育課長 

これは例えば全国の、例えば校長会があったりするというようなときに、阿久根市

の校長が代表として出ないといけないときに旅費の一部を補助するというもので２万

円補助をしております。以上です。 

濵之上大成委員 

これ以上は社会教育課で聞きます。それからですね、１０９ページの１３節委託料

の学力知能検査業務、それから２０節扶助費に関してですが、広汎性の発達障害とか

各障がいとか、注意欠陥上のそういったものの対象者がいたとして、この支援教員と

未就学児の療育支援等の連携というものはどのような連携をされていますか。私の聞

き方が悪いのかもしれません。 

牟田学委員長 

もう一回お願いします。 

濵之上大成委員 

これは福祉課でもちょっとお尋ねしたんですけれどもね、福祉課と教育委員会との

連携というのが非常に僕は気になってるんです。それはなぜかと、職員が足りないの

も一つだろうというのも思っての質問なんですが、放課後のそういったデイサービス

等がありますよね、例えば。そういったときに福祉課を通じて申請をいたしますよね。

しかし、今度は支援教室に入ると学校の担任の先生とのやり取りとなりますが、この

状況の成長の過程というものを、いかにその福祉のほうの、療育センターのほうとの

連携はいつもとれていくようになっているかどうかを聞いてるわけです。 

鳥羽瀬教育保健係長 

すみません、教育支援係の鳥羽瀬です。今の連携なんですが、放課後等デイサービ

ス事業等を使うお子さんについては、介護保険で言えばケアマネージャーがついてる

のと同じように相談支援員がついておりますので、その方が中心になって学校、保護

者、本人をつなぐような形で必ず年に数回検討が行われている状況を確認をしており

ます。あとは、なかなか学校に上がられてから学校の先生方が福祉事業についてなか

なか十分理解が、十分でないというところから昨年度は７月に学校の先生方、保育園

等の先生、集まっていただいてそういうサービス事業等について理解していただくた

めの研修会をしたところです。以上、連携に向けて、一応できることを少しずつやっ

ていこうはしているところなんですが、以上です。 

濵之上大成委員 

実はですね、親も中途半端、子供も中途半端という捉え方をどうも危惧するわけで

す。やはり親にある一定のですね、プライバシーはあるかもしれませんけれども、こ

ういう状況の子供だよというのをですね、どなたかが教えてくれないとわからない親

もいます。だからその連携をですね、しっかりしていただきたいという思いで今、こ

う聞いたんですけれども、やはり今後ですね、こういう少子化になってきたら、本当

にピリピリ感を持って、やっぱり連携をしていただきたいという思いで今、質問しま

した。以上です。 

牟田学委員長 

いいですか。ほかにありませんか。 

山田勝委員 

中学校とですね、小学校の図書館の司書の方の人数が学校の数とすれば少ないんで

すよね。県費の図書館の司書もいるんですかね。 

山元教育総務課長 

これにつきましては、県費の職員というのはございませんけれども、複数の学校を
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兼務している職員があるということで、人数が少なくなっているところでございます。 

山田勝委員 

例えば、小学校はですね、嘱託員が６でしょ、図書館の６、中学校は３でしょ、数

が合わないんですが、そういうところはいないところもあるということですか。 

牛濱教育総務課長補佐 

今の御質問にお答えいたしますけれども、一応兼務でですね、例えばですけれども、

大川小学校と大川中学校が兼務で１人、鶴川内小学校と鶴川内中学校が兼務で１人、

それから山下小学校と田代小学校が兼務で１人と、そういう形で兼務で、児童数が少

ないところについては兼務で図書館の先生方はお願いをしているところであります。

以上でございます。 

山田勝委員 

わかりました。なら、例えば山下小学校とですね、田代小学校としたときにかなり

の距離があるんですよね。午前中行って午後は向こうに行ったときに、交通費はどう

されるんですか。 

牛濱教育総務課長補佐 

基本的にですね、１日を単位で考えております。例えば月曜日が山下小学校、火曜

日が田代小学校という形で、１日１日を兼務として考えておりますので、そこの出勤

についてはその距離で出勤の手当についてはお支払いをしているということになりま

す。 

山田勝委員 

了解です。それから、先ほどいじめの、１０５ページでいじめの問題を西田委員が

質問しましたけど、実際、阿久根市内の小中学校で幾らのいじめを確認されていらっ

しゃるんですか 

久保学校教育課長 

毎月いじめの認知を確認しておりますけど、この場に資料を持ち合わせておりませ

んので、後でまたお示しいたします。 

山田勝委員 

少しでいいですよ、１人か２人ですよ、いや１０人以上おりますよ、ぐらいでいい

んですよ。わかりませんか。 

久保学校教育課長 

１０名いないというのは、ぐらいだというふうに記憶しておりますけど、正確に何

名というのを今この場で言えませんので、また示します。 

山田勝委員 

今、課長の説明でわかったんですが、近ごろ学校のいじめの問題もですけどね、家

庭に虐待もあるんですよね。その家庭の虐待について、教育委員会でもやはり把握し

ているものがありますかね。 

久保学校教育課長 

虐待については、この情報は福祉課と連携をとっております。そして、福祉課から

の情報、それから学校からの情報、それらをお互いに共有して子供への虐待を防ごう

というふうにしております。 

山田勝委員 

このね、いじめとか虐待とかというのはですね、なかなか把握するのは難しいと思

いますよ。だからそこで私は思ってるんですけどね、教育委員会にですね、そういう

ホットラインを、電話か何か連絡網をね、してるというところもあると思いますが、

そういうことについては、阿久根市は取り組んでないの。直接、教育委員会に電話が

あるとか、あるいはメールがあるとかいうのは。 

久保学校教育課長 
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そういう名称では、ホットラインという名称は使ってはおりませんけど、相談とい

いますか、そういうものはやっておりますし、また生涯学習課のほうも教育に関する

相談を受け取っているというふうに、生涯学習課のほうもそういう相談機能がありま

す。 

山田勝委員 

これだけですね、子供たちもスマホを持っている時代にですよ、私はね、スマホで

教育委員会にね、そういう窓口をつくってね、教育委員会のどこでもいいじゃないで

すか、そういう窓口をつくってですよ、やはりスマホで連絡できるようなそういう仕

組みをつくればね、私は漏れなく察知できると思うんですがね、未然に防ぐこともで

きると思うんですが、どこもしていないことであってもやっぱりやる勇気とね、勉強

してみる勇気が必要だと思うんですが、いかがですか。あなたがという意味じゃない

ですよ。どっかでいいんですよ。 

久保学校教育課長 

そのような相談窓口といいますか、学校教育課のほうでも電話等でも受け付けてお

りますので、またこういう窓口があるというものはまた学校にもきちんと伝えておき

たいというふうに思います。 

それから先ほどの認知件数、いじめの認知件数です。これは学校側が子供たちの相

談とかいろんなもので認知した件数です。１月末現在で小学校３４件、中学校１８件

というふうになっております。これらについては、先ほども言いましたように、ちょ

っと叩かれたとか、以前ならいじめと認知しなかったものもこの中には入っておりま

すので、数が多くなっております。以上です。 

山田勝委員 

そういう場合には、確実に解決される努力をして、解決の結果はこうだったという

のは把握してらっしゃるんですか、対応結果。 

久保学校教育課長 

このいじめの認知については、早い段階で解決に努める。それから、やはり３カ月

間は、やはり様子を見ないといけませんので、その子供たちに対しては３カ月間ちゃ

んと解消しているかどうかということを注意深く見ているところです。学校もそうい

うふうな体制をとっております。 

山田勝委員 

非常に悲惨な事故があったりですね、テレビで放映されるのを見ればね、本当にか

わいそうな気がするんですよ、せっかく子供たち同士でですね。だから、これはね、

亡くなった子供もだけど、やった加害者もですね、生涯ずっとからわないかんですか

らね。だからそういうこともやはり教える努力も必要だし、あわせて私はね、こうい

う時代にスマホでね、連絡できるような、そういう仕組みをつくるというのは非常に

大事だと思うんですよ。だから、この次そういう会があったときにですね、必ず提案

をして、やはりしてほしいなと思いますよ。いかがですか。 

久保学校教育課長 

いじめというものについては、悲惨な結果を招くこともありますので、やはりこの

いじめを重大なことにしないということ、これは非常に大事なことと思います。いじ

めが重大事態とならないように各学校でも、また教育委員会でも指導をしていきたい

というふうに思っております。 

山田勝委員 

ありがとうございました。 

次に学校給食センターの件についてちょっとお尋ねしてみたいんですが、松﨑補佐

はですね、私が農家の方々の品物を給食センターに納入する努力をしておりますので

おわかりだと思うんですが、もっとですね、阿久根市内に例えば何かのパラダイス計



 

- 18 - 

画、わくわくパラダイスについてですね、私いつもお宅の栄養士の先生にですね、何

かないんですかねと言われるけどね、なかなか難しい分があるんですよ。だから、阿

久根の産物を考えてみたときに、グリーンピースもありますよね。グリーンピースを

去年は大変いい結果でありましたよ。その次はね、ビワもあるんですよね。阿久根の

特産物を何らかの形でね、入れるという努力をせないかんと思うし、あわせて市内に

ある品物は市内の農家にお願いをしてつくっていただく努力をするというところまで

しないとね、地産地消とか、あるいは阿久根市のものを食べてもらうんですよとかい

うところまではいかないと思うんですよ。阿久根市の業者が学校給食センターの入札

に参加しますけどね、ほとんど市場からとってくるわけですから。農家から直接とる

ところはほとんどないんですよ。だからそういうところをね、やっぱりもうちょっと

踏み込んでほしいと思うんですよ。私は野田も知ってます、高尾野も長島も知ってま

すけどね、長島はそこまでやってますよ。高尾野もやってますよ。そういうことをね、

もうちょっとね、受け止めてほしいと思うんだが、どうですかね。 

松﨑学校給食センター所長補佐 

ただいま御質問がありました農家の方々、生産農家の方々も対象にしたらというよ

うなお話もございましたけれども、今後の取り組みとしましてですね、今は食材業者、

あるいはＪＡ、スターゼン、市農政課、鶴翔高校とそれから県の出水の農政普及課な

どとですね、調整をしているところでございます。また、生産農家等のですね、具体

的なお話等についてはですね、また農政課等々、関係機関とも連携をして今後取り組

んでいきたいというふうに考えております。以上です。 

山田勝委員 

非常に難しい。農家とですね、農家と直接やるというのは難しい部分がありますよ

ね。難しいと思いますよ、毎日きょうは５キロの日もあれば１０キロの日もある、と

ころが農家は絶対そんなことはできないですよ。ところがやっぱりね、ビワならビワ

とか、グリーンピースならグリーンピースとか、そういう阿久根の特産物というのが

ある分についてはね、やはり配慮をしなければならないのじゃないですかというのが

１つですね。それから私は数年前、桐野の甘夏の農家がですね、東京の学校で講演を

しましたと、こういうものですよと。私はあれを聞いてな、すごいなと思いましたよ。

そうであったら、阿久根のね、生産農家の方々にもたまにはその各学校でお話をする

というそういう機会をね、つくってやったらもっと親しむとおもうんですけどね。こ

れはもう松﨑補佐というよりも、むしろ教育委員会全体のもんですよ、学校教育課長

はどれについてはどう思ってらっしゃいますか。 

久保学校教育課長 

子供たちがそういう給食のもとになる農産物を生産する方々のいろいろな話を聞く

というのは、子供たちが自分たちのキャリアを考える上でも、進路指導の上でも非常

に有益なことではないかというふうに思います。以上です。 

牟田学委員長 

いいですか。ほかにありませんか。 

なければ、議案第２２号中、教育総務課、学校教育課及び学校給食センター所管の

事項について、 

［発言する者あり］ 

質疑があります。 

竹原恵美委員 

資料の請求もさせていただいたんですけれども、就学時の健診で、知能検査などが

行われてて、このことで教えていただきたいんです。早く見つけていただいてよかっ

たという言葉もあれば、少し対応に対して厳しさがあったとおっしゃるところがある

んですけれども、いただいた資料の中で就学に関する相談の実施について、通知とい
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うのがあります。相談会のような文章なんですが、このときに検査をされた。つまり

親御さんの中にも相談会だと思って行ったけれどもいきなりテストをされた。予告が

はっきりわからなかったんだがということもあるんですが、どんな対応をされている

か少し教えてください。 

鳥羽瀬教育保健係長 

お答えします。就学児に対してですが、先ほども濵之上委員のほうからもありまし

たが、子供さんの実態ということで、やはりなかなか相談が進まなかったりというケ

ースもあるんですが、学校に上がるまでにはいろんな乳幼児期の健診とかございます

が、就学前の１年間については、夏場に１回、教育相談という形で就学相談という形

で各幼稚園、保育園に文書を出しまして、教育相談を実施しているんですが、それと

は別に就学児健診の段階で１回ですね、就学児健診のときに、ごめんなさい、ちょっ

とわかりにくいかと思うんですが、その相談とは別に就学児健康診断の一環として９

月、１０月に各幼稚園、保育園で簡単な知能検査をさせていただいてます。１人２、

３分程度の。その検査を踏まえた上で就学児健康診断のときにその結果の説明をさせ

ていただいて、保護者が希望された場合についてもう少し詳しくお話を聞いたり検査

をさせていただけませんかということで確認をさせていただいて、希望された保護者、

お子さんに関して健康診断の後にまた日を改めて実施している状況です。 

竹原恵美委員 

それぞれ受け取り方はあるんでしょうけれども、少し機械的に言われたと、随分気

分を害していらっしゃる。教えてくれたのはいいんだけれども、その後が非常に納得

のいかない説明であった。または説明が不足していた、傷ついたということも、また

早く見つけれくれた反面、そういう言葉も聞けますので、それが早くに早期の療育に

つなげていくのに差し支えになれば困りますし、うまい、うまいと言うとあれですけ

れども、この前紹介もしましたが、専門家を立てて学校とあつれきがないようなやり

方でっていうのも御紹介しましたが、納得のいくような流し方、流れになるようにぜ

ひお願いしたいと思います。非常に状況の理解もそうですし、物言いによっては、言

葉はじによっては非常に憤慨されている状況も見られましたのでお伝えをしたいと思

います。 

牟田学委員長 

よろしいですか。 

［竹原恵美委員「はい」と呼ぶ］ 

ほかに。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、議案第２２号中、教育総務課、学校教育課及び学校給食センター所管の

事項について、審査を一時中止いたします。 

この際暫時休憩いたします。 

午後は１時から開会します。 

 

（休憩 １１:５４～１３:００） 

 

牟田学委員長 

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 

ここで、８日の審査において、商工観光課に対する質疑について、商工観光課長か

ら発言したいとの申し出がありますので、この際、許可します。 

堂之下商工観光課長 

予算書３３ページ、１９款５項４目２０節雑入の、旧国民宿舎使用料について、３

月８日、白石委員から御質問がございましたけれども、不十分でございましたので補
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足させていただきます。この国民宿舎使用料につきましては、平成１１年、旧国民宿

舎が市直営時の結婚披露宴の代金であります。その営業上発生した債権であり、地方

自治法に基づく行政財産の使用料に関する延滞金の取扱いには該当しないと考えます。

当該債権は、公債権、公の債権ではなく、私債権、私の債権であり、地方公共団体の

徴収金としての延滞金ではなく、消費貸借による遅延損害金として取り扱うべきもの

と考えます。民法第４１９条に債務の不履行については、その損害賠償の額は法定利

率によって定めると規定されており、その法定利率は民法第４０４条で年５％と定め

られております。この旧国民宿舎使用料に関しては、本人が県外に転出され、債権回

収が困難になっているものでございますが、平成２７年に一部納入があり、分納計画

書を提出してもらっていることから、それに基づき納入の催告を継続しているもので

ございます。遅延損害金を課すことは法律上可能ではございますけれども、今後の取

扱いについては、もう少し調査、研究していきたいと考えております。以上でござい

ます。 

 

（商工観光課退室、生涯学習課入室） 

 

牟田学委員長 

次に、生涯学習課所管の事項について審査に入ります。 

課長の説明を求めます。 

尾塚生涯学習課長 

議案第２２号のうち、生涯学習課所管分の主なものについて、歳出から御説明いた

します。 

まず、４８ページをお開きください。第２款総務費１項１９目市民交流施設管理費

２,９９６万３千円は、市民交流センター維持管理費が主なものであり、前年度と比較

して９４６万８千円の増となっておりますが、昨年度当初予算において、施設の管理

費は４９ページの下から２行目に記載のとおり、市民会館管理費で７２８万９千円を

予算計上しており、実質の増加額は２１７万９千円となる見込みであります。１節報

酬及び４節共済費は、市民交流センターにおける自主文化事業等各種イベントの企画、

情報収集並びに舞台音響、照明設備の日常的な管理等を行う自主文化事業等推進嘱託

員１名の報酬及び社会保険料であり、１１節需用費１,１５１万６千円は、電気、水道

料の光熱水費６８１万２千円、ガス代等の燃料費４３６万５千円が主なものでありま

す。１３節委託料１,１７９万６千円は、説明欄に記載の１６件の施設の維持管理等の

業務委託料であります。 

次に１１３ページをお開きください。第１０款教育費５項１目社会教育総務費の予

算額５,８９３万円は、前年度と比較して１,００７万７千円の増でありますが、昨年

度は市民会館の市民交流センターの建設と市民会館の解体工事により実施できなかっ

た自主文化事業に係る委託料の増額が主なものであります。１節報酬９４３万円は、

社会教育指導員５人の報酬９１４万４千円のほか、説明欄に記載の各種委員の報酬が

主なものであります。２節給料から４節共済費は、職員５人分の人件費等であります。

８節報償費２８９万１千円は、あくね洋画展の審査員謝金及び成人式記念品や生涯学

習フェアでの謝金、成人教室や高齢者学級等の地域社会教育活動講師謝金であります。

１１節需用費１８７万６千円は、あくね洋画展や小・中学生を対象にして、阿久根の

自然体験宿泊学習として実施するあくねキッズスクールの開催及び各種講座開催に伴

う消耗品等が主なものであります。 

１１４ページに移り、１３節委託料８９０万７千円は、家庭教育学級ほか６件の委

託料であり、先ほど説明いたしましたとおり、自主文化事業委託料が増額したことに

より、昨年度と比較して７４０万円余りの増であります。１４節使用料及び賃借料の
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６６万４千円は、埋蔵文化財発掘調査時重機借上げ料、中学生を対象に実施する芸術

鑑賞事業開催時におけるバス借上げ料等が主なものであり、１８節備品購入費は、視

聴覚ライブラリーの教材となるＤＶＤソフトの購入費であります。１９節負担金補助

及び交付金１２５万円は、県キャンプ協会など６件の運営費等負担金、校外生活指導

連絡協議会等８団体の運営費等補助金等であります。 

次に１１５ページに移り、２目公民館費の予算額９７９万５千円は、前年度と比較

して２１万１千円の減であります。７節賃金２３８万１千円は、脇本地区公民館の警

備員２名分の賃金が主なものであり、１１節需用費２４８万８千円は、大川地区及び

脇本地区公民館の電気、水道等の光熱水費及び施設の修繕料が主なものであります。

１３節委託料２５５万６千円は、大川及び脇本地区公民館の維持管理に関する業務委

託料５件分であり、１９節負担金補助及び交付金１６４万１千円は、県公民館連絡協

議会負担金ほか、１１６ページの説明欄に記載の自治公民館の改修等に対する整備事

業補助金であります。 

同じく１１６ページの３目図書館費の予算額２,９９９万７千円は、前年度と比較し

て５７万４千円の増であります。１３節委託料２,５２９万８千円は、市立図書館及び

郷土資料館管理運営業務を指定管理者のＮＰＯ法人ぷれでおへ委託する費用が主なも

のであります。１８節備品購入費４００万円は、年間の図書購入費であります。なお、

平成３０年１２月末の図書蔵書数は、８万２,３４４冊であります。２５節積立金は、

寄附金及び利子等の積立金で、読書推進基金として積み立てようとするものであり、

３０年度末の基金残高は、１,２７０万８,６８５円となる見込みであります。 

次に、４目青年の家管理費の予算額６７４万円は、前年度と比較して４９６万６千

円の増でありますが、施設の西側の外壁の一部が崩落したことによる改修工事と、そ

れに伴うアスベスト含有調査業務委託による増額分が主なものであります。１１節需

用費は、電気料、水道料の光熱水費が主なものであり、１３節委託料は、先ほど説明

いたしました外壁工事に伴うアスベスト含有調査委託や館内清掃業務ほか５件の委託

料であります。 

１１７ページに移り、５目郷土資料館費は、修繕料ほか所要の費用を計上いたしま

した。 

次に、歳入について御説明いたします。 

２０ページをお開きください。第１２款使用料及び手数料１項１目総務使用料１節

総務管理使用料１６０万２千円のうち、市民交流センター使用料として１００万円を

見込み計上いたしました。 

２１ページに移りまして、７目教育使用料４節社会教育使用料３０万円は、脇本地

区公民館、大川地区公民館及び青年の家の使用料を見込み計上いたしました。 

次に、２９ページをお開きください。第１５款財産収入１項２目利子及び配当金の

うち、生涯学習課所管分は、上から９行目、読書推進基金の基金利子分２万６千円で

あります。 

３０ページに移りまして、第１６款寄附金１項１０目教育費寄附金４節社会教育費

寄付金に千円を計上いたしました。次に第１７款繰入金１項９目読書推進基金繰入金

は、図書館運営業務の図書購入費の一部に充当するため繰り入れるものであります。 

３２ページから３４ページにかけての、第１９款諸収入５項４目２０節雑入の生涯

学習課所管の主なものは、３２ページの１行目雇用保険料８３万１千円のうち、社会

教育指導員、自主文化事業推進等嘱託員、市民会館臨時職員と市民会館、脇本地区公

民館の警備員の雇用保険料４万８千円であります。その下、書籍等売払代金の書籍代

６万１千円のうちの６万円、３３ページに移り、上から９行目、自主文化事業入場券

販売収入２５０万円、その２行下、あくね洋画展出展料２５万円、その下４行目、原

子力立地給付金１５１万３千円のうち、生涯学習課所管分は２９万８千円であります。 
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３４ページに移り、中段あたりのキッズスクール参加料１２万円、その下４行目の

市民交流施設等自動販売機電気料６万６千円であります。 

最後に３６ページになりますが、第２０款市債１項９目教育債のうち、生涯学習課

所管分は、４節教育債４２０万円であり、自主文化事業債を自主文化事業に充てる財

源として計上いたしました。 

以上で、生涯学習課所管にかかる歳入歳出予算についての説明を終わりますが、よ

ろしくお願いします。 

牟田学委員長 

課長の説明は終わりました。 

これより質疑に入ります。 

ありませんか。 

濵之上大成委員 

４８ページ、２款１項１９目１３節委託料のですね、ちょっと確認です。ピアノ保

守管理業務、この予算の額、内訳をちょっと教えてください。 

尾塚生涯学習課長 

濵之上委員にお答えいたします。委託料ですので予算額については金額を明示する

のは控えたいと思いますが。 

濵之上大成委員 

わかりました。実はなぜこれを聞くかと言うとですね、すばらしいピアノが入った

ことは認めるんですが、これまでコンサートを見たときにですね、グランドピアノの

屋根をですね、半開き、ほとんどが半開きで演奏されているんですが、これはいわゆ

る理由は何なんですか。 

尾塚生涯学習課長 

これは、通常は、私も詳しくはないもんですからはっきりとは言えないところなん

ですが、これは演奏をする方がこれでいいと、この状態でいいということでこれまで

の演奏は半開き状態でされているところです。 

濵之上大成委員 

実はですね、せっかくすばらしいグランドピアノですので、きちっと開いてされる

のかなと想像してた自分たちからするともったいないなあと。建物に対してもったい

なすぎるんじゃないかなという、ちょっと皮肉っぽく感じたもんですから聞いたんで

す。それでですね、このピアノの選定は、ちょっと確認不足なんですが、どのように

して選定されたんですか。 

尾塚生涯学習課長 

御存じのように、今回イタリアのファツィオリ製のグランドピアノを購入いたしま

した。この購入の経緯につきましてはですね、現在阿久根大使をされている、阿久根

駅でよくライブをされているジャズピアニストの松本圭使さんの推薦もあり、そのほ

かですね、松本さんだけの意見ということでは購入も難しいということで、いろいろ

ピアノ関係の専門家の方からも意見をいただいて、その中で皆さんすばらしいピアノ

だということで、今回購入したところであります。このイタリアのファツィオリは、

現在、日本に入ってからまだそう年数もないということで、あまり浸透していないと

ころです。照会したように、九州ではこの阿久根交流センターが公立文化会館では最

初に導入したというところでありますが、専門科の方に話を聞きますと、今後かなり

のファツィオリ製のピアノは日本に入ってくるのではないかというようなことも言わ

れているピアノであります。以上です。 

濵之上大成委員 

だからこの管理業務を確認したかったのはですね、こういう立派なものになると、

本当に一般のグランドとかアップライトは３、４万からくらいからなんですが、調律
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はですね。聞くところによると、専門の調律の維持管理というのは非常に高いものと

思ったもんですからお聞きしたんですが、それも概略はわかりませんよね、調律師の

値段が幾らかかるというのは、わかってますか。 

尾塚生涯学習課長 

調律代自体についてはですね、１回当たり約２万円くらいです。それとは別に維持

管理費というのは予算計上したところであります。調律代ではありません。 

濵之上大成委員 

意外と安いなあと思ってほっとしているんですがね、やっぱりこれだけのあれだと

きちっとした専門の調律師が必要になってきますので、相当高いので、維持管理費が

相当上がるんじゃないかなあと心配して聞いたんですがね、普通のだったらアップラ

イトなんか１万５千円から２万くらいです。グランドだと大体５、６万というのがい

いのはですね、市民会館ののはまだいいのだから、相当調律師が研修してこんと難し

い音のあいが出てくっでな。だからそういうのを心配したもんですですから聞いたん

ですよ。わかりました。 

山田勝委員 

今、濵之上委員がこれについてですね、なかなか難しいと思うんですよ。例えば、

今あなたたちが言った九州で１台しかない有名なピアノですよ。その有名なピアノだ

からどひこしたんでしたかね。 

尾塚生涯学習課長 

購入費と運搬料、それと付属の専用いすと含めますと全てで約１,７００万円で購入

したところです。 

山田勝委員 

１,７００万まあ、ああいうところだから１,７００万でも構わないんですよ。でも

１,７００万のピアノを購入して設置しました。演奏する場所も立派になりました。音

響も大事ですよ。さて、どういうそういう著名な方々を呼ぶような計画されているん

ですか。 

尾塚生涯学習課長 

このピアノを含めたコンサートにつきましては、今年度も成人式でも披露しました。

それと富貴晴美さんのコンサートもしました。それと、著名人を呼んでのピアノコン

サート以外でもですね、今後、このピアノを大いに利用していただくということで、

地域の音楽教室、ピアノ教室を開いてるところの生徒さんを中心に、発表会とかそう

いうのでも大いに使っていただこうというふうに今、計画をしているところです。 

山田勝委員 

特別、例えばですね、ピアノ教室、音楽教室の発表でですね、１,７００万すっとを

特別せないかんというあまり希望は私はないんです、認識不足だから。私が言いたい

のは、この１,７００万という世界的にすばらしいピアノを添えたんだが、著名な人を

呼んでですね、ピアノコンサートでも何でもしたら市外者でも、逆に言ったら九州中

からもですね、お客さんを呼べるんじゃないんですか。そういう企画もしようと思っ

ているのと聞くだけのことです。 

尾塚生涯学習課長 

実はですね、３１年度の事業計画の中でもですね、宝くじ助成事業を活用して、お

しゃべり音楽館とか、霧島で毎年開催している霧島国際音楽祭に合わせた各地方に出

向く出張の事業があるんですけど、みやまふれあいコンサートというので、そういう

のを平成３１年度計画しているところです。ピアノ演奏家がその中に来て演奏をして

いただいたりですね、そういうのもあります。また、そのほかにもですね、３１年度

に限らず、今後大いにできるだけ著名なピアニスト、そういう方をできる限り招聘で

きるように私たちも頑張って計画をしたり予算を計上していきたいとは考えていると
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ころです。 

山田勝委員 

そういうふうにね、思っていらっしゃるのならいいけど、なるべくね希望は、構想

が大きなものをやらないとですね、ちょぼちょぼでは誰も来ないよ。だからなるべく

大きなものを計画して、これだけのものをさくって自負するんだったら、ピアノも九

州にいっちょしかなかっじゃって、それだけでもすごいことなんですよ。６０万すれ

ばピアノがあったっで、そういう中で自信を持って、希望をできるだけ大きくもって、

やはりアピールして阿久根に人を呼べるようなそういう企画をしてほしいなあと思っ

ていますから。また私が議員になってこれたらまた聞きますからね。次です、前のペ

ージの自主文化事業の推進嘱託委員ということで１２６万上げてあります。これをね、

私思うんですけど、例えばこの方が自主文化事業の企画をしたり実行したりいろいろ

やるんですよという方のね、報酬にしては安いんですが、どんな仕事をしてもらうん

ですか。 

尾塚生涯学習課長 

今のこの嘱託員につきましては、月１２日、常勤でなく月１２日の月額１０万５千

円で雇用しているところです。できれば常勤としていろいろもう少し業務もお願いし

たいところではありますが、いろいろとありまして、一応月１２日の勤務ということ

で現在お願いしているところです。 

山田勝委員 

ちなみに阿久根の方ですか、どこの方ですか。 

尾塚生涯学習課長 

市内の方です。 

山田勝委員 

私が何でこういうかと言うと、自主文化事業の企画というのは、映画をしたりいろ

んなことをやってらっしゃいますよね。そういう中でこんな市民の声を聞くんですよ

ね。いい市民交流センターをつくって自主文化事業をする、映画を見せる、通常３千

円するところを千円で見せる、ただで見せるんだが、何でそういうむだなことを阿久

根市は金を払うのかという話しも聞くんですが、自主文化事業であなた方が例えば映

画をする、あるいは何か公演をするというときに阿久根市が全額講師手当とかですね、

フィルムの借用料というのは払うんですか。上写料というのは阿久根市が全部払うん

ですか。県の補助制度があるんですか。 

尾塚生涯学習課長 

自主文化事業は基本的に単独事業で、市の単独事業です。先ほど言いましたとおり、

そのほかに国、県の助成事業というのは、例えば宝くじ助成事業であるとか、そうい

うのはほかにもいろいろあります。この自主文化事業の予算というのはあくまでも単

独事業です。 

山田勝委員 

なら、自主文化事業の回数と、今あなたが言ったそういう国とか県の補助金をもら

ったそういう文化事業というのは何件くらいあるんですか。比較はどれくらいなんで

すか。阿久根がじぇんの払わなならんとこいと、宝くじとか県からいただくのと比較

したときにどんなもんですか、割合は。 

尾塚生涯学習課長 

自主文化事業ですね、年何回というのは決まっていないところです。予算の範囲内

で、１回当たりの公演の委託料というか金額が幾らであるか、その中で例えば年間相

当の予算をかけてやれば、１回しかできないこともありますし、何１０万かで済むよ

うな事業をやれば数本できる場合もあります。そのほかに国、県の事業として先ほど

も説明したとおりいろいろありますが、それについても採択されないと事業ができな



 

- 25 - 

いということですので、毎年それを申し込めばできるというものでもないですので、

そこは事業申請をして採択されればその補助事業ができるというようなことです。だ

から年何回というのは毎年毎年決まってはいないところです。 

山田勝委員 

ということは、阿久根市の自主財源でやろうとする自主文化事業の回数のほうが多

いということですね。それとですね、ちなみにかぞくいろを見れなかった人がいるん

ですが、そのうちに自主文化事業でするだろうから、そんときに見ればよかっじゃが

と私言ってるんですが。そういう計画があるの、もしかぞくいろを見るとしたら阿久

根市は幾ら払えばいいんですか。 

尾塚生涯学習課長 

かぞくいろの上映会で残念ながら見られなかった方、そういう方に対しての今後の

計画というのは生涯学習課所管のこの自主文化事業では具体的に今のところは計画は

していないところですが、今後、そういう声があれば自主文化事業で計画するのか、

それともまた元々の所管課であります商工観光課が改めて事業計画をするのか、そこ

はわかりませんが、そこはまた検討していかなければならないところではないのかと

思っているところです。 

山田勝委員 

先日の議会でも話が出てきましたけどね、なるべく早い機会にね、やってほしいな

あと思ってるところです。よろしくお願いします。 

濵之上大成委員 

あと一点だけでした。ページ数は１１４ページ、５項社会教育費１目社会総務費の

ですね、１３節委託料の中の家庭教育学級、この現状は今、年何回開催されています

か。 

尾塚生涯学習課長 

家庭教育学級は市内の小中学校１３校で全学校で開設しており、年間各学校１０回

程度開催しているところです。 

濵之上大成委員 

大体回数は昔と変わらないなあと思ってるんです。学校教育課とも関連するんです

けれども、今現在、小中学校の学級数が少なくなっててですね、本当に配置される教

員数も減ってくる、こういう状況の中においてですね、保護者自身がですね、今も学

校に対して保育園とか幼稚園に預けてるというこの感覚が全く学校と一緒のような、

学校にもそのような状況をもってる嫌いがあるんですけれども、このことについて予

算の中で家庭教育学級をどのようにしていこうというふうに捉えてますか。 

吉國社会教育係長 

議員にお答えします。家庭教育学級はですね、今保護者を対象にして実施している

わけなんですが、なかなかそういう学習する機会がなかったり、昔と違って核家族と

いう状況にあります。ですので、こちらの思いとしましてはその中で必要課題と言わ

れる、それこそ人権に関したり、子育てに関したり、あるいはそういうＳＮＳに関す

る情報モラルですね、そういう学習の機会をできるだけ入れてほしい内容として学校

にお願いしながら、そういう学ぶ機会としてこの家庭教育学級の学習の機会を設けて

いるところであります。できればそういう方向性で続けて行って、保護者の方に少し

でも子育てについて学んでいく機会を提供できればなあと考えております。 

濵之上大成委員 

最後に要望ですけれどもね。親の共働きもともかく、その祖父母も共働きというこ

ういう少子化時代にですね、しつけによってもですよ、ちょっと話の流れを家庭教育

学級にそういったものも入れ込んだテーマをつくってやっていただきたいというふう

にお願いします。以上です。 
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野畑直委員 

この当初予算の概要の３４ページのですね、郷土芸能育成補助について、これは款

項目がどこで出てくるのか、見てるんですがわかりませんけれども、３４ページの郷

土芸能育成補助の活動経費の一部を支援するとありますけれども、７つの郷土芸能と

いうことで。これは３、４年前から夏祭りの踊り巡行に郷土芸能をするようになりま

したけれども、このことについての活動経費というふうに考えればいいんですか。 

尾塚生涯学習課長 

野畑議員にお答えいたします。この郷土芸能育成補助金はですね、毎年これまでも

補助をしていたわけですが、これまでは波留の神舞保存団体につきましては年４万、

それと８年おきの本奉納の場合は別に予算を計上していました。その他の郷土芸能保

存団体については、ほぼ例年、どこも年１万程度の補助金でした。その中で平成３１

年度、年一律年各団体５万円ということで７つの団体を想定しまして、３５万円の補

助金を予算計上したところであります。 

野畑直委員 

せっかくですので７つの郷土芸能の保存会と書いてありますけれども、ちょっと教

えてもらえますか。 

尾塚生涯学習課長 

現在予定しています保存団体は、波留の神舞保存会、佐潟のひな女祭り保存会、山

下の三尺棒踊り保存会、浜区の相撲甚句保存会、大漉の虚無僧踊り保存会、尾崎の三

尺棒踊り保存会、それと古里の山田楽保存会であります。 

野畑直委員 

わかりました。 

竹原恵美委員 

通常業務のうちだと思うんですけれども、先ほど学校教育課で生涯学習の名前が出

まして、ホットラインの窓口である生涯学習もしているということなので、そのとき

にはどんな情報を、どんな相談を受けてどういうふうにされるのかというのを少し触

っていただけるとありがたいんですが。 

尾塚生涯学習課長 

午前中の学校教育課の質疑の中で、学校教育課長が子供の相談の場合は生涯学習課

のほうも相談の電話があるということで答弁されたと思いますが、これにつきまして

は、阿久根市立青少年育成センター規則に基づいて、生涯学習課に阿久根市立青少年

育成センターを設置しております。その中で専用電話を設置して相談があれば対応し

ているところでありますが、今年度、平成３０年度は現在のところ相談件数につきま

してはありません。平成２９年度に１件相談がありました。これにつきましては、中

学生の保護者からスマートフォンに関して、友達同士でいろいろとあってですね、不

登校になるようなケースがあったため保護者から相談があったところです。その中で

学校の生徒ということでありましたので、生涯学習課だけではなく、学校教育課とあ

わせて検討して話もして、学校のほうにも出向いて、学校のほうとも協議をした中で、

今回のケースにつきましては不登校までに至るということはなかったということであ

ります。それが平成２９年度１件相談電話としてはありました。 

竹原恵美委員 

相談件数専用窓口を専用電話を用意してても１件というのは本当に存在しないかと

いったら、いじめの件数からするといろんな情報が来てもおかしくないじゃないかな

と、少し周知を力入れていただけたらと思います。 

白石純一委員 

先ほど出ました、当初予算の概要書ですね、これの３４ページの風テラスあくね、

おそらくいろいろな款項目のものが合計された金額で市民交流センター管理運営費用
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があるんですが、会計予算書によると恐らく１１３ページの１０款５項１目１１節需

用費の修繕料等に一部入るのかなあと思うんですが、先日の上程の際の質疑でさせて

いただきましたが、風テラスあくね、仕様の上で恐らく設計の段階では注意が至らな

かった、本来でしたら考えるべきところでだったと思うんですが、例えば大きなガラ

スが３方にございますが、台風時の物が飛んできて割れる心配はないのかとかですね、

そういうところのネット防御施設。あるいは入り口付近の点字ブロックが車止めと非

常に接近していて危ないのではないかとか、あるいはおしめ替えの台がむき出しにな

っていると、そういった使用する上で気付いたこと、あるいは改善していかなきゃい

けないことも当然出てくる、これは仕方ないと思うんですが、そういったことはこう

いう修繕費とか管理費で新年度にどちらかで見られているんでしょうか。 

尾塚生涯学習課長 

白石議員にお答えします。今言われたような具体的なものについて予算措置したと

ころは今のところは３１年度予算ではありませんが、予算の範囲内でできる限りの修

繕とか改善できるところがあればやっていきたいと考えております。 

白石純一委員 

そうすると、今申し上げてます１０款５項１目１１節需用費の中の修繕料、１３万

１千円で賄えることしかできないということになりますか。修繕と言うよりは、 

牟田学委員長 

今、白石委員が指摘したところは本年度予算に入っていないと思いますよ。 

尾塚生涯学習課長 

今言われた１１３ページの修繕料１３万１千円の中には入ってはいないところです。 

白石純一委員 

そういうことが当然私は必要だと思うんですよ。そういった必要性が出てきた場合

にはどういう補正等で措置されるお考えでしょうか。 

尾塚生涯学習課長 

例えば先日の補正予算の質疑の中でもありました点字ブロックにつきましては、あ

れは落とせますので、それは早急に予算措置の必要もなく対応できると思います。そ

のほかの場合につきまして例えばガラスのもし破損とかそういうのが出た場合は緊急

を要するという場合で、どうしても修繕しないといけないというケースが出た場合は、

補正等で対応できれば対応したい、そのように考えます。またそのための例えばネッ

ト、そういうのの措置というものにつきましては予算の中で対応が可能であれば対応

していきたいと思っているところです。 

白石純一委員 

割れてからでは当然遅いわけですので、可能な限り防護策というのは必要だと思い

ます。あれだけのガラスがあって、防御ネットがない施設というのは私はちょっと不

備だと思いますのでよろしくお願いします。 

中面幸人委員 

今の件ですけども、課長がそういうふうに答弁されるでしょう。ただ今まで設計上、

今の状態で使ってるわけだから、しっかりと検証するとかしないと、ここで課長が言

えばまた次のところで言われるわけだから、そこのところはしっかりと設計上、基本

的に問題ないとそこあたりははっきりした方がいいんじゃないですか。 

尾塚生涯学習課長 

先日の補正予算の質疑の中で、白石議員からそういう質問があったときにも説明申

し上げたとおり、この建設に関しては、元々が生涯学習課所管ではなくて、教育総務

課で担当しておりますので、今後そういうケース等検討していく場合は、教育総務課

とも協議をしながら必要を要するということであれば、今後対応していきたいと考え

ております。 
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牟田学委員長 

ほかにありませんか。 

なければ議案第２２号中、生涯学習課所管の事項について審査を一時中止いたしま

す。 

 

（生涯学習課退出） 

 

牟田学委員長 

ここで再質疑の申出がありますので、それを許可します。 

濵﨑國治委員 

先ほどの学校教育課の関係で質問を漏らしとったもんですから、それをちょっと聞

いてみたいと思います。 

牟田学委員長 

再質疑をスポーツ推進課の審査が終わってからしますのでよろしくお願いします。 

 

（スポーツ推進課入室） 

 

牟田学委員長 

次に、スポーツ推進課所管の事項について審査に入ります。 

課長の説明を求めます。 

小中スポーツ推進課長 

議案第２２号 平成３１年度一般会計予算について、スポーツ推進課所管に係る主

なものについて、歳出から御説明申し上げます。 

予算書の１１７ページをお開きください。１０款教育費６項１目保健体育総務費１

億２,４７２万８千円は、前年度より７,１３６万８千円の増額となっています。増額

の主な理由は、２０２０年に開催される燃ゆる感動かごしま国体に向けた施設整備費

と、それに先駆けて実施される全日本ボクシング選手権大会の開催経費として燃ゆる

感動かごしま国体阿久根市実行委員会運営負担金及び人件費の額を増額したものが主

なものであります。１節報酬７２万７千円は、スポーツ推進委員１４名分の報酬が主

なものであります。２節給料から４節共済費は、職員７名分の人件費であります。８

節報償費３５万３千円は、学校体育施設開放協力謝金などが主なものであります。 

１１８ページをお願いします。１１節需用費２,０４１万３千円は、かごしま国体に

向けた施設整備費としての修繕料２千万円が主なものであります。１９節負担金補助

及び交付金５,３７２万６千円は、九州選抜高等学校駅伝競走大会やボンタンレース大

会など説明欄に記載の補助金や負担金をはじめ、先に説明しました燃ゆる感動かごし

ま国体阿久根市実行委員会負担金４,１６３万５千円が主なものであります。 

１１９ページをお願いします。次に、２目体育施設費５,５７２万１千円は、前年度

より２,１０３万１千円の減額であります。減額の主な理由は、本年度実施の総合体育

館の空調設備修繕が完了したことによるものです。１節報酬４２０万７千円は、嘱託

職員２名の報酬であります。４節共済費１０４万６千円は、嘱託職員及び臨時職員の

社会保険料が主なものです。７節賃金１７９万円は、臨時職員１名の賃金であります。

１１節需用費１,６５３万８千円は、光熱水費などのほか施設の修繕料が主なものであ

ります。１３節委託料２,３２４万６千円は、総合運動公園施設管理業務や除草及び樹

木管理業務など主に施設の維持管理に係るもので説明欄に記入してあります１５件の

委託業務であります。 

１２０ページをお願いします。１５節工事請負費４７９万円は、総合体育館天井サ

ッシ防水工事を計上しております。１８節備品購入費３１０万２千円は、総合体育館
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のフロアシート巻取機及びフロアシートのほか、ソフトバレー、バトミントンの支柱、

ラインカー、野球用のベースセットなど体育機器類の購入費が主なものであります。 

次に、３目海洋センター管理費１億７８２万円は、前年度より７,０３８万２千円の

減額となっています。減額の理由は、本年度に実施したＢ＆Ｇ体育館改修工事が完了

したことにより減額となっています。８節報償費２０７万９千円は、チャレンジアッ

プスイミングや海の子カーニバル、健康教室などの講師謝金が主なものであります。

１１節需用費４５８万８千円は、海洋センター施設に係る光熱水費や燃料費などが主

なものであります。１３節委託料４７０万４千円は、プール一般開放監視業務のほか

説明欄記載の３件の委託業務であります。 

１２１ページになります。１５節工事請負費９,５３７万１千円は、Ｂ＆Ｇ海洋セン

ター温水プール木質バイオマス木質熱源施設導入及びＢ＆Ｇ海洋センター温水プール

木質バイオマス建屋建設に係る工事費であります。 

次に、歳入について御説明申し上げます。 

予算書の２１ページをお開きください。１２款使用料及び手数料１項７目教育使用

料５節保健体育使用料３９６万４千円のうち、説明欄に記載の総合運動公園施設から

海洋センター照明施設までの合計額３９６万３千円がスポーツ推進課所管分として計

上した施設使用料及び夜間照明料であります。 

２９ページをお願いします。１５款財産収入１項２目利子及び配当金１,１４１万円

のうち、スポーツ推進課分は説明欄一番下の国民体育大会運営等基金の基金利子１６

万円であります。 

３０ページをお願いします。１７款繰入金１項１３目国民体育大会運営等基金繰入

金４,１６０万円は、燃ゆる感動かごしま国体阿久根市実行委員会負担金として基金か

ら繰り入れるものであります。 

３２ページをお願いします。１９款諸収入５項４目雑入２０節雑入の内、上から８

行目の地域海洋センター水泳教室参加料１５万７千円、１３行目の総合運動公園自動

販売機電気料３８万円を見込んでおります。 

３３ページになります。中段あたりの原子力立地給付金については、スポーツ推進

課分として２５万円を見込んでいます。 

３６ページをお願いします。２０款市債１項９目教育債５節保健体育債２,６７０万

円は、再生可能エネルギー導入事業債としてＢ＆Ｇ海洋センター温水プール木質バイ

オマス事業の財源として活用する過疎債であります。 

以上で、説明を終わりますが、よろしくお願いいたします。 

牟田学委員長 

課長の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

中面幸人委員 

１２１ページの１０款６項３目１９節のですね、工事請負の部分になりますが、今

まで一般開放というのが限られとったと思うんですけど、今回バイオマスボイラーに

よって、概要のほうには通年一般開放を目指していくとかありますけど、その辺あた

りをちょっと説明していただけますか。 

小中スポーツ推進課長 

現在、一般開放につきましては５月から１０月までをプールの一般開放としており

ますけれども、今施設のボイラーでＡ重油を使ってやってるところですけれども、今

回建設工事になりますので、実際の運用としては次の年度、３２年度からの運用にな

ると思いますけれども、その段階で御要望等あればそういった期間の延長ということ

は考えていく必要があるかなというふうには考えてるところです。 

中面幸人委員 
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維持管理とか運営、ボイラーの維持管理についてでありますけれども、この予算書

を見れば例えば需用費の中に燃料費として１３２万円書いてありますけれども、今度

このバイオマスをすることによって、重油ボイラーについては廃棄するんですか。 

小中スポーツ推進課長 

ボイラーにつきましては、バックアップ用という形で残すことになると思いますの

で、完全に木質だけでは運転が全てできなかった場合については、バックアップとし

てボイラーを使う、あるいは温度が上がらなかったときにはそれを使うという形にな

ると考えてますので、あくまでもバックアップボイラーという形で残していくという

ことになります。 

中面幸人委員 

そこで例えば維持管理としてですね、今まで重油ボイラーを使っとったわけですが、

今度バイオによってそういう燃料代とか、そういうのの違いとか分かりますか。 

小中スポーツ推進課長 

試算上になりますけれども、年平均これは平成２８年の数値ですけれども、約３万

５千リッターほど重油を使っております。このときの燃料代が約２８０万くらいかか

っておりますけれども、この分がそのボイラーを使わなければだいぶ減るのかなとい

うふうに考えておりますけれども、ただ木質バイオマスのボイラーを使うとなるとチ

ップを購入しないといけませんので、チップ代が必要になるということです。今、試

算上ではその差額が約７８万ほどの差額となっておりますので、７８万ほど削減でき

るのではないかというふうに考えているところです。 

中面幸人委員 

了解です。 

牟田学委員長 

ほかにありませんか。 

なければ議案第２２号中、スポーツ推進課所管の事項について審査を一時中止いた

します。 

 

（スポーツ推進課退室、学校教育課入室） 

 

牟田学委員長 

それでは学校教育課所管について、再質疑をお願いいたします。 

濵﨑國治委員 

歳入の２０ページですね、１１款２項３目教育費負担金の日本スポーツセンター共

済掛金の関係、それから歳出では１０８ページの小学校費の学校管理費、これが１９

節ですね、その他負担金、ここにもこれは保護者の掛金と行政からの掛金を足した分

が歳出で載ってるんじゃないかと思いますが、中学校費も一緒ですね。そこで、これ

の日本スポーツ振興センター共済のこの制度というのは、いわゆる学校管理下におい

てけがなどをしたときに、これは保護者の分と行政の分を合わせた掛金で、全額補償

されるということで理解してしていいんですか。 

鳥羽瀬教育保健係長 

お答えいたします。日本スポーツ振興センターに関しては、本人は３割負担だと思

います。個人で出す、個人で負担する３割負担に、あとプラスこの３割の１割という

か、お見舞金として全額の４割の支払いが発生してきます。 

濵﨑國治委員 

ちょっとよくわからなかったんですが、３割負担と４割負担と。 

牟田学委員長 

もう１回答弁をお願いします。 
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鳥羽瀬教育保健係長 

本人の負担が３割ですね。医療費にかかる負担が３割ですので、その３割にそのお

見舞金として、要は自分のところに返ってくるのは４割返ってきますよ、３割出した

んだけど４割返ってきますよという形。お見舞金が１割程度出るという理解をしてい

ただければいいかと思うんですが。 

濵﨑國治委員 

保護者負担金がありますよね、歳入のほうで、２０ページのほうで。それから歳出

では１０８ページと１１１ページに歳出でこうしてありますけれども。もちろん歳入

を入れて歳出ということになるんでしょうけれども、負傷した場合に、例えば治療費

が１０万円要ったとすれば、その１０万円が被害を受けた人の療養費としてくるとい

う、給付されるということじゃないんですか。 

鳥羽瀬教育保健係長 

１０万円というか、３割負担で上限額が各世帯ございますので、医療費として支払

うのは上限額を各家庭支払いになると思いますので、幾らになるかはあれなんですけ

ど、要は３割負担分で上限額を払いますので、それにプラス払った分とお見舞金とし

て一定額返ってくる、支払われるという形になります。 

［発言する者あり］ 

牟田学委員長 

ちょっと休憩します。 

 

（休憩 １４：０６～１４：０７） 

 

牟田学委員長 

休憩前に引き続き委員会を開会します。 

濵﨑國治委員 

この請求についてお伺いしたいんですが、学校管理課ということで、被害者の方が

この振興センターに給付申請されるのか。学校かあるいは教育委員会でその手続はさ

れるのかお伺いします。 

鳥羽瀬教育保健係長 

流れとしましては学校管理下でけがをしてますので、第一報としては事故報告とい

うことで、事故の概要が教育委員会に来ます。それと先ほど１カ月が単位といいまし

たけれども、大体医療費については病院が保険請求の関係で１カ月で締めますので、

１カ月ごとで終わりましたら医療等の状況というのを病院のほうに保護者が書いても

らう。それを学校に提出して学校のほうはその資料と一緒にいつ、どこでどんなふう

にしてけがをしたというのを教育委員会のほうに提出いただいて、スポーツ振興セン

ターのほうの事務局に請求をして、しばらく一定期間経ったら返ってくるという流れ

になります。 

濵﨑國治委員 

これは被害者の保護者の請求となるんですか。それとも学校管理下だから学校のほ

うで自動的にそういうのを給付請求するということじゃないんですか。 

鳥羽瀬教育保健係長 

学校管理下ですけども、病院に連れて行かれるのは保護者ですので、保護者のほう

が病院に書類を書いていただいて、それを学校にお持ちいただいてという形になりま

す。保護者になります。 

濵﨑國治委員 

学校あるいは教育委員会のほうがそれを証明するという形で申請されるということ

になりますか。 
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鳥羽瀬教育保健係長 

保護者から学校に上がったものを教育委員会のほうで最終的にはスポーツ振興セン

ターのほうに請求という形です。 

濵﨑國治委員 

そこで、前の説明でも学校管理下における休憩時間、あるいは体育の時間に生じた

さまざまなこれはけがなどとしてあるんですが、けがに特化してるんですか。それと

もけがとほかの部分も給付されるんですか。 

鳥羽瀬教育保健係長 

けがなどとなってる分ですが、けがと、それから学校管理下での病気という形も。

例えば熱中症になったとか、そういう意味で等という形が言葉がついてるんだと思い

ます。 

濵﨑國治委員 

そこでですね、例えば、体育の時間にボールが飛んできて眼鏡をやってそれで目を

やったということでは、補償されるのは目の付近をけがをした、そのけがだけが補償

されるということですね。 

鳥羽瀬教育保健係長 

はい、そのとおりです。ただし、けがについても病院の約５千円以上かかった場合

のけがが対象になります。 

濵﨑國治委員 

眼鏡が壊れたという話をしましたけれども、これについては、例えば学校管理下に

おいて生じたこういうけがとか事故については、授業時間であったら学校、校長ある

いは教育委員会のほうでこれについてはそれぞれについて調整されるということにな

るんですが。それとも被害者のほうから加害者のほうに直接、これこれこれだから支

払ってくれということになるんでしょうか。 

久保学校教育課長 

眼鏡等については、先ほどから出てます日本スポーツ振興センターの保険の対象外

というようなことになりますので、これについては何か補償のものがないかというよ

うなことでですね、いろいろ他の賠償保険についてもみた。学校としては、例えば県

ＰＴＡ連合会が行っている任意保険というものがございます。これは故意に起こった

ものでないときに適用される場合がありますけど、この場合でも例えば自転車、コン

タクトレンズ、眼鏡、携帯電話等については補償の対象外というふうになっておりま

す。ですから、ほかにないかというものを探してみたんですけど、今のところ適用さ

れる保険とかがないということ。それから学校の正規の事業の中で、多分パスをした

りというような行為で故意ではないと思いますけど、そういうようなときにやはりこ

れについては保護者間で話し合っていただくというふうになるんじゃないかと思いま

す。このような場合、中学生という年齢を考えたときに、学校で起こった事故ではあ

りますけど、眼鏡が損傷するということですね、学校側の責任というところまでは言

えないんじゃないかというふうに思います。 

濵﨑國治委員 

今、それぞれのお互いで解決していただきたい、学校側の責任とは言えないという

ことでありますけれども、私は体育の授業中に起こったということであったらですね、

加害者あるいは被害者に任せているのじゃなくて、学校管理下、これは教師の責任で

もあるしですね、ある面ではですよ。そういう意味からしましたら、やはり学校が間

に立つとかですね、教育委員会が中に立つとかですね、そういうのが私は必要なよう

な気がします。例えば休憩時間にとかですね、あるいは授業中じゃなかったんだよ、

教師が目の届かないところだったんだよということなら双方の保護者にですね、じゃ

あこうこうしてしていただきたいということも言えるかと思いますが。あくまで事業
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中であったとしたらですね、私はその辺は学校も責任を持ってですね、対応すべきじ

ゃないかなと思いますけれども。課長いかがですか。 

久保学校教育課長 

学校の授業の中でどちらも故意があったというわけじゃないですけど、そういうよ

うなボールが当たって眼鏡が損傷するとかですね、そういうようなところにつきまし

ては、やはり学校側は保護者のほうに説明をしていけばお互いに納得いくような解決

法とか、そういうのがお互いの中から出てくるのではないかというふうに思います。 

濵﨑國治委員 

これは学校側はもうタッチしないということなんですか。 

久保学校教育課長 

学校のほうは保護者のほうにそういうようなボールが当たってというようなことは

説明はしていますけど、その眼鏡の損傷については説明をしてないという状況でした。 

濵﨑國治委員 

例えば、けがについては振興センター共済で給付されるからそれについてはこうし

た。でも眼鏡については給付されないから眼鏡についてはもう保護者にも説明にも説

明しなかったということでは、それはいかがなもんかなと思いますけれども。課長、

もう１度見解を。 

久保学校教育課長 

この学校ではありませんけど、お互いにそういうような持ち物が、授業中に、体育

の時間とかそういうところで壊れたときには保護者を呼んで実はこういうふうな眼鏡

が壊れてしまいましたと説明をすれば、その当事者の一方のほうからもまたじゃあ全

額弁償しましょうかと、いやそこまではないですよというような感じでですね、話し

合いが済んだというような事例も知っておりますので、そういうようなふうにお互い

の保護者の理解が得られるようなふうに働きかけていけばいいんじゃないかというふ

うに思います。 

濵﨑國治委員 

先ほど課長は眼鏡の件について説明していないという話をされましたけれども、そ

れはやはり一連の事故としてですね、私は説明して、被害者、加害者両方についてで

すね、いい方向にもっていくように、私は調整なり対応をされるべきだったんじゃな

いかな、されるべきだなという気がしますが、課長、どうでしょう。 

久保学校教育課長 

お互いの保護者のいい方向に理解が進むように、子供たちは非常に仲がよくてです

ね、日ごろから仲良しにしている生徒さんたちですね。子供たちが気持ちよく学校生

活ができるように、お互いの理解が得られるようにしていけばいいんじゃいかという

ふうに思います。 

濵﨑國治委員 

当方同士が、両方が仲良しだからとか、そういうのもあるんで、じゃあ仲がよくな

かったらですね、大変こじれる問題でもあると思いますけれども、私は授業中におけ

る事故というのはですね、特に学校側がですね、私は双方に対して適切なアドバイス、

あるいは適切な対応がぜひ求められると思いますけれども。課長、お願いしますよ。 

牟田学委員長 

これで再質疑を終了いたします。 

この際暫時休憩いたします。 

 

（休憩 １４：１９～１４：３０） 

 

（水道課入室） 
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牟田学委員長 

休憩前に引き続き、委員会を開会いたします。 

次に、議案第２２号中、水道課所管の事項について、課長の説明を求めます。 

中野水道課長 

議案第２２号、平成３１年度阿久根市一般会計当初予算のうち、水道課所管分につ

いて、御説明いたします。 

予算書の７２ページをお開きください。今回の当初予算のうち第４款衛生費３項１

目上水道費２８節繰出金１億５,０３１万１千円は、簡易水道特別会計への財政援助分

１億４,９８９万１千円と上水道事業会計の児童手当分４２万円であります。 

以上で説明を終わりますが。よろしくお願い申し上げます。 

牟田学委員長 

課長の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、議案第２２号中、水道課所管の事項について審査を一時中止いたします。 

 

◎議案第２２号 平成３１年度簡易水道特別会計予算 

牟田学委員長 

次に、議案第２４号を議題とし審査に入ります。 

課長の説明を求めます。 

中野水道課長 

議案第２４号、平成３１年度阿久根市簡易水道特別会計予算について御説明申し上

げます。 

予算書の４７ページをごらんください。歳出から御説明いたします。第１款１項１

目一般管理費は、１億４９７万２千円であり、１節報酬の１８１万１千円は、簡易水

道事務嘱託員１名分の報酬であります。２節給料から４節共済費は、職員２名分の人

件費が主なものであります。１１節需用費の２,６１７万５千円は、消耗品の滅菌用薬

品及び緩速ろ過砂２０８万４千円、電気料等の光熱水費１,３００万円、修繕料１,０

９０万４千円は、水道施設における機械・装置などの補修、漏水の復旧、期限切れメ

ーターの取替えなどが主なものであります。１２節役務費の１,４９０万６千円は、水

質検査料、漏水調査手数料などのその他役務費１,２６２万３千円が主なものでありま

す。１３節委託料の３,７５１万７千円は、水源地及び配水池などの施設管理業務、計

装設備保守点検業務、漏水調査業務、公営企業法適用に係るアドバイザー等業務、台

帳作成業務が主なものであります。１４節使用料及び賃借料の１１７万４千円は、台

風災害時等の自家発電機リース料や重機借上料が主なものであります。 

４８ページをごらんください。１５節工事請負費の３１８万７千円は、県道脇本赤

瀬川線配水管布設替工事、市道槝之浦深田線配水管ＢＯＸ添加工事の２件分でありま

す。１９節負担金補助及び交付金の１３９万２千円は、県水道協会負担金及び電算シ

ステムサポート負担金が主なものであります。第２款１項１目簡易水道施設整備事業

費の１億４４６万６千円は、中部地区簡易水道の施設整備に係る事業費であり、１３

節委託料の実施設計委託料８２０万２千円、１５節工事請負費の中部地区簡易水道施

設整備工事請負費９,６１５万６千円が主なものであります。 

４９ページをごらんください。第３款公債費１項１目元金の１億２,５５７万５千円

は、市債償還金の元金であり、２目利子の１,９６９万円は、同じく市債償還金の利子

が主なものであります。第４款１項１目予備費は、１００万円を計上いたしました。 

次に、歳入について、御説明いたします。４５ページにお戻りください。第１款使
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用料及び手数料、１項、１目水道使用料の１億１０万８千円は、簡易水道料金を昨年

７月１日から上水道料金と同額に見直した収入の見込額であります。 

第３款国庫支出金２項１目簡易水道施設整備費国庫補助金の３,２２８万３千円は、

中部地区簡易水道施設整備事業に伴う国庫補助対象事業費に対する３分の１の額であ

ります。次に、第５款繰入金１項１目一般会計繰入金の１億５,０３５万円は、財政支

援分７,４８９万７千円が主なもので、歳出総額に対する歳入不足額であります。 

４６ページをごらんください。第８款１項１目市債の７,２１０万円は、簡易水道施

設整備事業に係る借入資金であり、中部地区簡易水道施設整備事業について、簡易水

道施設整備事業債を充当しようとするものであります。なお、平成３１年度末におけ

る市債残高は、５９ページに記載のとおり１８億４,８１１万１千円になる見込みであ

ります。 

以上で説明を終わりますが、よろしくお願いいたします。 

牟田学委員長 

課長の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

山田勝委員 

大変認識不足でお尋ねするんですが、４５ページのですね、５款繰入金１項１目１

億５,０３５万円の一般会計からの財政支援分ということで、こちらも一緒だからと思

って聞いたんですが、１億５,０３５万円のね、一般会計からの財源は何を当てるんで

すかね。例えば地方交付税の中で見てありますとか、あるいは何でありますとかとい

う、こういう一般会計の中の裏づけはなんですかね。 

田原簡易水道係長 

一般会計繰入金の内訳でよろしかったですか。 

［山田勝委員「はい」と呼ぶ］ 

１億５,０３５万円は、国の繰り入れ基準内の７,４８９万７千円と基準内以外の収

支の差額分である基準外７,４９９万４千円に、消火栓維持管理費４５万９千円になり

ます。 

牟田学委員長 

この際、暫時休憩します。 

４０分から大震災の黙とうがありますので、 

［発言する者あり］ 

ここで５０分まで休憩をしてから再開をいたします。 

 

（休憩 １４：３８～１４：４８） 

 

牟田学委員長 

休憩前に引き続き、委員会を開会いたします。 

田原簡易水道係長 

すみません、先ほどの件につきまして、一般会計繰入金の１億５,０３５万円の内訳

ですが、国の繰り入れ基準内、これが地方債に還元される分です。７,４８９万７千円

になり、これ以外の基準内以外の収支の差額分である基準外７,４９９万４千円と、消

火栓維持管理費４５万９千円に内訳はなります。 

山田勝委員 

消火栓の分を除いてですね、あなたの今の説明では返済金の分の市債の分ですか。

市債の分の７,４８９万の分ですかね、これは市債ですか。 

田原簡易水道係長 

はい、市債になります。 
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山田勝委員 

市債ということになれば、例えば市債は、例えば過疎債とか何とかいうようなこと

で、後年度地方交付税で算定される過疎債ですか。それともこれは別に簡易水道の分

については過疎債で加算されますよということですか。過疎債じゃなくて地方交付税

の基準需要額の中で、どういうような仕組みになってるんですか。 

田原簡易水道係長 

国の繰り入れ基準内の７,４８９万７千円につきましては、地方債として、地方税と

して繰り入れられるものになります。地方債として繰り入れられるものになります。 

山田勝委員 

全額ですか。 

田原簡易水道係長 

繰り入れ基準内の７,４８９万７千円につきましては。 

山田勝委員 

何でそういうかと言うと、例えば地方債とかいろんな借入金が、起債があるんです

が、その中でね、これは返済金の何パーセントは基準需要額の経費として認められま

すよ、こちらは７０％です、８０％とあるんですが、そういう中で考えたときに、７,

４８３万円は例えば１億のうちの７千万なのか、７,４８３万がそっくりそのまま認め

られるのかという話を聞いてるところです。 

田原簡易水道係長 

１億５,０３５万円の約５５％の７,４８９万７千円が認められております。 

山田勝委員 

なら、５５％が基準需要額の中に入れられるということですね。残りのですね、残

りの分、４５％については一般財源から、そのまま一般財源から流動されるんですか。 

田原簡易水道係長 

一般財源から基準外として繰り入れていただいております。 

山田勝委員 

一般財源から基準外として繰り入れているということはですね、これはもう国の地

方交付税の中には全然関係なく国からその他でいただく地方交付税の中から７,４００

万払うということになりますよね。 

田原簡易水道係長 

繰り入れ基準外につきましては、そのようになります。 

山田勝委員 

何で私がこういうことを言うかといったら、この７,４００何万円というのはですね、

例えばその他の事業にも使うことのできる金ですよね、でしょ、その他の事業にも。

だからこの特別会計で起業をやってるなかでですよ、７,４００何万という４５％につ

いては一般会計から支払わなくてもできることなら簡易水道特別会計で運営できたら

さらにいいということも成り立つんですか。 

田原簡易水道係長 

この繰入金の基準外の必要性と言いますか、簡易水道事業だけで成り立つかという

ことの問いでよろしいですかね。 

［山田勝委員「そうですよ」と呼ぶ］ 

これは、平成１７年度から始めた簡易水道施設整備事業によるものであり、水の安

定供給を図るため老朽化した水道施設の整備に投資した市債の償還金によるものであ

ります。 

山田勝委員 

それはわかりました。それはわかりましたけど、なら一定期間期限が過ぎたらこの

お金は必要でなくなるということ、ずっと必要だということですか。 
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田原簡易水道係長 

平成１７年から３１年度まで簡易水道事業を進めてきておりまして、過疎債につき

ましては償還が１０年間、簡水債につきましては３０年間という猶予をいただいて返

済をしておりますので、今、平成３０年度の事業をしておりますので、これが平成６

０年度まで続くことになります。 

山田勝委員 

そういう決まりであればね、非常に財政的に厳しい簡易水道の中にですね、一般会

計から繰り入れるという、そういうことですのでね、今後もそういうこともあります

ので、それはいいとして、ただ中身を知りたかっただけですから、そういうことであ

りがとうございました。 

牟田学委員長 

いいですか。ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

なければ、議案第２４号について審査を一時中止いたします。 

 

◎議案第２８号 平成３１年度阿久根市水道事業会計予算 

牟田学委員長 

次に、議案第２８号を議題とし審査に入ります。 

課長の説明を求めます。 

中野水道課長 

議案第２８号、平成３１年度阿久根市水道事業会計予算について御説明いたします。 

予算書の１５１ページをごらんください。収入支出の見積り基礎、収益的収入及び

支出の収入から御説明いたします。 

はじめに、第１款水道事業収益１項営業収益についてでありますが、１目給水収益

３億４、９３８万６千円は、給水予定戸数６,４６０戸に係る水道料金３億４,７８３

万１千円及び新たな給水申込を３２戸分と見込計上した給水負担金１５５万５千円で

あります。２目その他営業収益２０４万３千円は、消火栓維持管理及び児童手当に係

る他会計負担金と給水工事検査、開閉栓、督促等に係る手数料であります。次に、２

項営業外収益についてでありますが、１目受取利息及び配当金１６４万３千円は預金

利息であります。４目長期前受金戻入８９５万円は、国、県、一般会計の補助金や工

事負担金等で取得した固定資産の償却に応じた分について収益化するため、平成３１

年度の減価償却に対応した額を計上したものであります。 

次に１５３ページからの支出について御説明いたします。第１款水道事業費１項営

業費用１目原水費６,０９９万９千円は、水源地及び配水池の維持管理経費であり、水

源地管理業務及び電気計装設備保守点検業務などの委託料１,４７８万４千円、水質検

査などの手数料３７６万７千円、施設・機械器具等の修繕費７７０万円、水源地の高

圧電気料などからなる動力費３,０２１万５千円、滅菌用の薬品費２４７万３千円がそ

の主なものであり、それぞれ見込計上したものであります。 

１５４ページをごらんください。２目配水及び給水費５,１８８万８千円は、配水給

水施設の維持管理等に係る経費であり、嘱託員１名、職員３名の人件費のほか、漏水

当番店待機業務、量水器取替などに係る委託料６８２万７千円、次の１５５ページに

なりますが、修繕費１,４３８万９千円は、漏水修繕や車両機械器具、量水器取替えが

その主なものであり、それぞれ見込み計上したものであります。次に、３目業務費３,

６２４万７千円は、水道料金の請求・収納業務等に係る経費であり、職員３名の人件

費のほか、１５６ページになりますが、委託料１,２３０万６千円は、メーター検針委

託料と簡易水道との統合にかかる水道会計システム導入などが主なものであります。 

４目総係費３,４６３万６千円は、水道事業全般にわたる一般管理費であり、嘱託員
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１名、職員２名の人件費のほか、１５７ページになりますが、委託料１,２０４万５千

円は、公営企業会計制度円滑運用支援業務委託や水道事業データ統合業務委託などで

あります。５目減価償却費１億１,９７６万９千円は、固定資産の減価償却費、１５８

ページになりますが、６目資産減耗費３１０万円は、固定資産除却費及びたな卸資産

減耗費をそれぞれ見込み計上したものであります。２項営業外費用３,４８８万６千円

は、企業債利息の償還及び消費税の支払い等に伴う経費であり、１目支払利息及び企

業債取扱諸費１,２４１万８千円は、企業債利息の償還金１,２３５万２千円が主なも

のであり、２目消費税及び地方消費税２,２２６万８千円は、水道事業に係る消費税及

び地方消費税であり、それぞれ見込み計上したものであります。３項予備費は、３百

万円を見込み計上しました。 

次に１５９ページになりますが、資本的収入及び支出について、収入から御説明い

たします。第１款資本的収入は、２千万１千円を見込計上したものであります。１項

１目企業債２千万円は、配水管布設替事業費に充てる予定の借入資金を見込計上した

ものであります。 

１６０ページをごらんください。支出について御説明いたします。第１款資本的支

出は、３億２,５１３万７千円で、１項建設改良費１目原水設備改良費８８１万８千円

は、第１水源地の送水ポンプ修繕工事ほか７件の工事に係るものです。２目配水設備

改良費２億５,５６９万円は、桜ケ丘配水池の増設のため平成３０年度に造成工事並び

増設基本設計並び実施設計を委託し執行してきましたが、平成３１年度に桜ケ丘配水

池増設本体工事及びそれに付随する電気計装設備・場内整備工事を行い、また、配水

管布設替工事などを行うものです。 

１６１ページの２項１目企業債償還金５,６７４万２千円は、平成元年度以降の企業

債の借入れに伴う元金の償還金であります。この結果、平成３１年度末における企業

債の元金残高は、４億８,３００万円ほどとなる見込みであります。４項１目予備費は、

３００万円を計上いたしました。 

以上で説明を終わりますが、よろしくお願いいたします。 

牟田学委員長 

課長の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

ないですか。 

［「なし」と呼び者あり］ 

なければ、議案第２８号について審査を一時中止いたします。 

 

（水道課退室、財政課入室） 

 

◎議案第２２号 平成３１年度阿久根市一般会計予算 

牟田学委員長 

次に、議案第２２号を議題とし、財政課所管の事項について審査に入ります。 

課長の説明を求めます。 

栗野財政課長 

議案第２２号、平成３１年度一般会計予算のうち、財政課所管に関する事項につい

て御説明申し上げます。 

はじめに、予算書の４１ページをお開きください。 

歳出について御説明いたします。第２款総務費１項５目財政管理費の４５８万８千

円は、財政運営等に関する事務費でありますが、前年度より４０万５千円の増であり、

１３節委託料の財務諸表連結等支援業務費の増額によるものであります。この業務は、

平成２９年度から、それまで作成していた総務省改定モデルに替え、統一的な基準に
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基づく財務書類等の作成を行っているものであります。 

次に、４２ページになりますが、７目財産管理費の１億２,８７２万６千円のうち、

財政課所管分は、総務課所管の公用車関係の経費を除く６,５７６万５千円となり、前

年度に比べ、１億７,８０９万１千円の減額であります。このうち、１３節委託料は市

の公共施設のうち、長寿命化計画が策定未了である２２施設の計画策定を一括で行う

経費や、市が所有権を有する旧佐潟ゴルフ場計画用地に係る所有権移転登記等に要す

る経費のほか、普通財産の管理に必要な除草作業、測量業務、土地鑑定などの経費、

１,８０７万１千円を計上したものであります。また、１５節工事請負費は、３,４８

９万４千円であり、１億７,５００万円余りの減額となり、前年度に計上した旧国民宿

舎の温泉施設等の修繕工事の約３,２００万円と旧国民宿舎施設及び老人福祉センター

施設の解体工事の約１億７,７００万円の合計２億１千万円余りが減額、皆減となり、

また、阿久根大島行渡船場建物の曳家移転の工事費を計上したものであります。この

曳家移転については、隣接する事業者からの工場拡張用地としての買受要望がなされ

たことにより、当該渡船場建物敷地の約１,３００平方メートルを含む、約４千平方メ

ートルを売却することとし、渡船場建物を隣接市有地へ曳家により移転を行うもので

あります。また、１９節負担金補助及び交付金の財政課所管分は電子入札システム共

同利用負担金６６万２千円であり、２５節積立金では、説明欄記載の各基金の運用利

子の積立てなどに、９１９万１千円を計上しております。 

次に、１２３ページになりますが、第１２款公債費１項１目元金の９億７,７８６万

３千円は、市債の元金の償還額であり、前年度より６１１万円の増となっております。

また、２目利子の６,６６６万８千円のうち、財政課所管分は、市債の償還金利子６,

６１７万４千円であり、前年度より４５９万７千円の減となっております。 

次に、１２４ページの第１４款予備費は、前年度と同額の１,５００万円を計上いた

しております。 

以上で歳出を終わり、次は歳入について御説明申し上げます。 

１８ページにお戻りください。財政課所管に係る各種交付金等については、これま

での実績や国が示した地方財政の見通し等を踏まえて計上いたしております。 

はじめに、第２款地方譲与税１項１目地方揮発油譲与税は、道路の延長及び面積に

応じて配分されるもので、国の見込み減を踏まえ、前年度より２００万円減額の３,２

００万円を計上し、２項１目自動車重量譲与税は、自動車重量税収入額の３分の１が

市町村に交付され、道路の延長及び面積に応じ配分されるもので、国の自動車重量税

の見込み増により、前年度より２００万円増の９千万円を計上いたしました。 

また、第６款地方消費税交付金１項１目地方消費税交付金は、国は見込み減として

いるところですが、前年度の実績を踏まえ２千万円増の３億４千万円を計上し、１９

ページの第７款自動車取得税交付金１項１目自動車取得税交付金は、消費税率の引き

上げに合わせ、自動車取得税が廃止となることを踏まえ、前年度より６００万円減の

８００万円を計上し、次の第８款地方特例交付金１項１目地方特例交付金は、住宅借

入金等特別控除による減収補てんのための交付金であり、前年度と同額の５００万円

を計上いたしております。 

次に、第９款１項１目地方交付税は、国が示した地方財政の見通しにおいて、１.

１％の増となっていることや前年度の決定額等を踏まえ、普通交付税においては、約

２.４％増の３３億４千万円と推計し、特別交付税は、前年度と同額の５億円を見込み、

合わせて地方交付税全体では２.１％、８千万円増の３８億４千万円を計上いたしてお

ります。 

次に、２９ページになりますが、第１５款財産収入１項１目財産貸付収入の１,６７

６万５千円のうち、財政課所管分は、説明欄記載の土地の貸付料８２５万円であり、

株式会社大林ソーラーパワーなど４０者に対する７０件、７万９千平方メートル余り
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の普通財産の貸し付けによるものであります。次の２目利子及び配当金の１,１４１万

円のうち、財政課所管分は、財政調整基金、減債基金、市有施設整備基金、土地基金、

市民交流施設整備基金の基金利子や、株式会社南日本放送などの株式配当金が主なも

のであります。次に、２項１目不動産売払収入の４,９３１万６千円のうち、財政課所

管分は、３,７７４万６千円であり、渡船場建物敷地を含む約４千平方メートルの売払

い収入として見込むものであります。 

次に、３０ページの第１７款繰入金１項１目財政調整基金繰入金の５億６１２万２

千円は、前年度より５,１４４万２千円の増であり、一般財源の不足分を繰り入れるも

のであります。また、４目市有施設整備基金繰入金の２億５,０２０万円は、前年度よ

り２億５,３２１万８千円の減となり、このうち、原子力発電施設立地地域基盤整備支

援事業交付金を財源とする分の繰入れが、前年度の３億１,７１３万８千円から９,０

１０万円へ減額となったことによるものであり、住民輸送用の公用車バスの更新や市

道改良事業、橋りょう修繕事業へ充当するものであります。残る１億６,０１０万円に

ついては、市道等を含む市有施設の整備、改修及び修繕等の各事業の財源として充当

するものであります。次の１２目市民交流施設整備基金繰入金の７７万１千円は、前

年度より５,８００万円余りの減額であり、市民交流センター（風テラスあくね）の整

備完了に伴い、その財源として発行した市債の償還財源に充てるため、繰入れるもの

であります。 

次に、３１ページの第１８款繰越金１項１目繰越金は、前年度と同額の５千万円を

計上いたしております。 

次に、３２ページになりますが、第１９款諸収入５項４目雑入の１億１,６６０万円

のうち、財政課所管分は、３３ページの説明欄の下から５行目の市町村振興宝くじの

収益金を原資として交付される県市町村振興協会市町村交付金３００万円が主なもの

であります。 

最後に、３６ページになりますが、第２０款市債１項１５目臨時財政対策債は、国

が示した地方財政の見通しや地方債計画を踏まえて、前年度より６千万円減の２億３

千万円を計上いたしております。 

以上で説明を終わりますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

牟田学委員長 

課長の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。 

栗野財政課長 

失礼いたしました。先ほど私、読み間違えておりまして、１９ページの第７款と読

むべきところを１７款と発言しております。自動車取得税交付金でございます。第１

７款と読みましたが、改めまして第７款でございます。 

牟田学委員長 

質疑ありませんか。 

白石純一委員 

４２ページのですね、２款１項７目１３節委託料、登記事務で旧佐潟ゴルフ場跡地

の所有権移転を進めるということですが、数年前のですね、本会議で旧佐潟ゴルフ場

については具体的な使用目的がないので登記は進めないと市長がおっしゃられたと思

うんですけれども、今回登記事業を進められるという、登記を進められるということ

は具体的な予定を考えてということでいいんでしょうか。 

栗野財政課長 

お答えいたします。数年前の議会の中で具体的な計画がないというところの中で、

集積を進めていきますという形で市長のほうが答弁をさせていただいているところで

すが、今回の登記簿の校正に要する経費につきましては、具体的な開発があるから登
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記簿の修正をしようと、真正なものにしようというものではございません。集積をし

ますと言っておきながら、集積をするための開発の計画が今の段階ではないという状

況がここ数年ずっと続いておりますが、登記簿の情報が真正なものになっていないと

いうことから数年が、もう１０数年が経過しようとしている中において、登記簿の情

報は真正なものに今のうちに着手しておくべきだろうというふうに判断をいたしまし

て予算化を図ったところでございます。以上です。 

白石純一委員 

登記簿の状況はですね、真正なものになっていない土地は、市有地は市内にたくさ

んあると思うんですが、ここだけされる理由はなんですか。 

栗野財政課長 

登記簿の情報が真正なものになっていない市内の土地は確かにたくさんあろうかと

思います。それは市の持っている土地ではございません。市の持っている土地で登記

簿の情報が真正なものになっていないものについて、明らかに把握をしていてそれが

数量が多いというものについてがこの土地でございます。その土地については今後数

年かかるかもしれませんし、１０年以上かかるかもしれませんが、この事業を進める

中において登記簿を真正なものにし、その中で開発の計画等出てくれば対応していく

という形を期待しているところでございます。以上です。 

白石純一委員 

ＨＫＲ社がこの佐潟ゴルフ場も含めた市内の観光開発の計画を市と考えているとい

う協定をされていると思うんですが、そのＨＫＲ社の開発を見据えてという理解でい

いんでしょうか。 

栗野財政課長 

ＨＫＲとの協定の中においては、その当該土地に関しましても開発の可能性を検討

するという中身にはなっておりますが、そのことと、この予算化とは全くリンクはい

たしておりません。と言いますのは、私も財政課の職員としまして、この土地の登記

が変わっていないことによって課税の通知が来るというような話もお聞きいたします。

この土地は平成１４年ぐらいに市の土地になっているところでございますが、それか

ら何も手をつけていないという実情がございます。１０数年何もしていないという状

況の中に置いて、その当時の経緯を知ってらっしゃる方もなかなか年齢が高齢化して

いくと状況の中においては、早々と着手をし、できるところから登記を真正なものに

していこうという判断のもとで予算を計上したものでございます。以上です。 

白石純一委員 

先ほどですね、課長がほかの市内の土地は市有地、市が持っている土地ではないが

ということもおっしゃいましたが、市が持っている土地で登記が真正なものになって

いない土地も数多くあるのではないかと申し上げたんですが、そういう土地は真正な

ものにする必要はない。なぜ、こちらだけということなんでしょうか。 

栗野財政課長 

市に所有権があって登記が変わっていない土地もあろうかと思いますが、この土地

に関してはその筆数が非常に大きいというところがあります。もちろんそのほかにも

市の所有権とすべきところが真正なものになっていない、例えば道路用地でそれが個

人の持ち物になっているということに関しましては、それを発見し問題だと判断した

時点で真正な登記に直すというものについては対応しているとことです。今回のこの

土地は、開発する、ないしは利用をするという目的がない中で登記簿の情報もそのま

ま放置しておいてもいいという形で置き去りにされたというのも事実であろうかと思

います。ただ、筆数が多いということは、関係者が多いということでございますので、

そういった関係者、ひいては市民の方も多くの影響を受けている方もいらっしゃると

思いますが、そういった方々の状況を捉えますとやはり１年では終わりませんけれど
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も、数年かけてでも事業に着手する意義があるのかなと考えているところです。以上

です。 

白石純一委員 

それでは今までもやるべきだったと思うんですが、やらなかった理由は何ですか。 

栗野財政課長 

こちらも一般質問等でこれまで市長が答えてらっしゃいますけれども、その中にお

いてはこれだけの土地がありますと、それを真正なものにするというのに関しまして

は、一定のお金がかかります。そのお金を優先するのか、それともその他の事業を優

先するのかというところで予算の計上を見送ってきたというところがございます。阿

久根市においてはこれまで平成の初期から非常の緊縮財政を引いてまいりまして、今、

ようやくさまざまな事業に着手するような状況が出てきております。そういった中に

おいて、置き去りにされていた事業化もしれませんけれども、開発計画を待つのでは

なく、集積を待つのではなく、こういったところに少額ではありますが、２００万と

いう小額ではありますが予算を計上し、少しずつであっても質していこうということ

でございます。以上です。 

白石純一委員 

ではですね、ほかと統一性を持たせるために、ほかの土地もするべきだと思います

ので、そのことを申し加えさせていただきます。 

次に、同じ款項目の１５節工事請負費のですね、大島渡船上施設曳家、これは何メ

ートルぐらいどちら方面に曳家をされるのかわかりますか。 

栗野財政課長 

具体の距離については、まだ積算をしておりませんが、場所としましては今現在、

渡船場がある敷地がございます。従前、渡船場の駐車場として利用している部分がご

ざいましたけれども、地図でいいますと南側の土地になります。アスファルトが現在

敷いてある部分でございますが、そちらのほうへ移転をするという形でございまして、

スケールを持っていると大体わかるんですが、スケールを今持ち合わせておりません

が、これが８００分の１でございますから、１００メーターほど、５０メーターほど

の曳家の移転になろうかと思います。具体的にはちょっと数字として何メーターとい

うところは現在資料がございませんので、もう少しわかりますれば後ほどまた御説明

させていただきます。以上です。 

白石純一委員 

それの財源、財源というか関連した土地、建物売払収入が２９ページの１５款２項

１目１節の土地売払代金だと思うんですが、これは隣にある工場というとスターゼン

さんでよろしいんですかね。 

栗野財政課長 

委員御質問のとおり、スターゼンさんでございます。 

白石純一委員 

もし御存じであれば、どれくらいの工場の敷地面積、あるいは生産能力をどれくら

い向上させるためのものかというのは把握されてますか。 

栗野財政課長 

財政課のほうでは、土地のお話をさせていただいておりますが、具体的に委員御質

問のような工場の大きさであるとか就業者数というのは現段階では聞いてはおりませ

ん。ただ、現在工場があります規模と同等の規模のものを対面のような形で増設する

と伺っておりますｋら、現在の工場で働いてらっしゃる方がそちらの工場でも働ける

ような形になろうかと考えているところです。以上です。 

［白石純一委員「了解です」と呼ぶ］ 

牟田学委員長 
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ほかにありませんか。 

山田勝委員 

すみません、認識不足ですみません。３０ページのですね、繰入金、ふるさと創生

基金繰入金１千円についてなんですが、もうよく聞いていなかった、このふるさと創

生基金の１千万円は何の財源にされるんですか。 

栗野財政課長 

お答えします。ふるさと創生基金１千万につきましては、都市建設課の事業のサン

セット牛之浜の道の駅の基本計画の策定経費に丸々充てる形になっております。この

１件、１千万円でございます。以上です。 

［山田勝委員「了解です」と呼ぶ］ 

牟田学委員長 

ほかにありませんか。 

いいですか。 

［「はい」とよぶ者あり］ 

なければ、議案第２２号について審査を一時中止いたします。 

 

（財政課退室） 

 

牟田学委員長 

予定していました本日の各課の審査が終わりましたがここで、現地調査についてお

伺いいたします。 

御意見はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

しないということでよろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

それでは現地調査については実施しないことに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

御異議なしと認め、現地調査はしないことに決しました。 

次に総括して質疑を行いたい内容があればお伺いしておきたいと思います。 

確認のため休憩をいたします。 

 

（休憩 １５：３２～１５：３５） 

 

牟田学委員長 

休憩前に引き続き委員会を開きます。どうぞ。 

野畑直委員 

先ほどですね、１０款５項１目社会教育費の１９節負担金補助及び交付金の郷土芸

能育成について、課長の説明では７つの郷土芸能の保存会に対して活動経費の一部を

支援するというふうに聞いたんですが、私が記憶しているところではもう少し保存会

は市内にはあるようですけれども、この選定基準を教えてもらいたいと思います。 

牟田学委員長 

再質疑でですね。わかりました。 

ほかにはありませんか。 

それでは総括についてお伺いいたします。総括質疑です。 

［発言する者あり］ 

いや、委員会に返しました。 

野畑直委員 
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再質疑をさせてもらってからでないとちょっとわからないかもしれませんけれども、

別に７つの郷土芸能保存会について、それに変更があったとしてもですね、市長のほ

うにここまで至った経緯について総括で質疑をしたいと思います。 

牟田学委員長 

今の款項目でよろしいですね。 

［野畑直委員「はい」と呼ぶ］ 

はい、わかりました。 

ほかにありませんか。 

白石純一委員 

７６ページのですね、６款１項４目１９節の一番下です、食のまち阿久根ブランド

化事業、これを資料もいただいたんですけれども、より市外の方にきていただく工夫

をもっとできないのかということをお伺いしたいと思います。 

続いて、これは款項目がないんですが、というのがですね、今年度まであった予算

で平成３１年度にないものですから款項目がありません。内容は婚活支援事業につい

て過去３年間見ていた予算が次年度ですね、なくなった理由と本当に必要性はないの

かということを伺いたいと思います。 

牟田学委員長 

ちなみに何ページですか。 

白石純一委員 

強いて言えば今のバーベキューと同じでですね、バーベキューで婚活をやりました

ので。 

牟田学委員長 

ほかに。 

白石純一委員 

同じくですね、今年度ありながら来年度の予算にないものがあるんですが、薩摩街

道ウォークですね、これを今年度ありながら来年度はもうしないという理由を教えて

ください。 

それと、１１３ページ、１０款５項１目１１節の修繕費で、先ほど質問いたしまし

た交流センターでことし追加で必要な修繕、工事等は果たしてこれで十分なのかと。 

牟田学委員長 

１１万幾らの金額でいいのかということですか。 

白石純一委員 

はい、先ほど言った理由でですね。修繕になってるんですが、新たに追加する設備

等は必要ないんでしょうかと。 

牟田学委員長 

これは社会教育費の中のやつけ。４８ページの１１節需用費。 

白石純一委員 

ではそちらで、すみません。４８ページの１０万ですか。 

牟田学委員長 

１１節需用費の、この１０万の分ですね。 

［白石純一委員「はい、結構です」と呼ぶ］ 

よろしいですか。 

白石純一委員 

あと、３３ページ、１９款５項４目２０節、先ほど商工観光課長からの説明があり

ました使用料、年間１万円の、恐らく債務額はもっと、債権額はもっと高いと思うん

ですが、年間１万ずつで本当にそれでいいんでしょうか。 

最後に、４２ページ、２款１項７目１３節、先ほども申し上げました佐潟ゴルフ場
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の登記、具体的な計画がない、開発計画がない中でやる必要があるのか。以上です。 

牟田学委員長 

ほかに総括のある方。 

山田勝委員 

農政課のですね、食肉流通センターの阿久根市の捉え方。 

牟田学委員長 

何ページですか。食のまちブランド力強化の、この。 

山田勝委員 

どれでん関連してよかど。農政課長に私は食肉流通センターのことについていろい

ろ歳入歳出のことを聞いたでしょ。そしたら捉え方がね、真剣じゃないから、もっと

真剣な捉え方をするように市長に言いたいからするの。 

牟田学委員長 

はい、わかりました。 

山田勝委員 

２番目、総務課の仕事の一つとして、職員の挨拶について気合いを入れたい。 

牟田学委員長 

それは職員指導のほうでですか。 

［山田勝委員「そうです」と呼ぶ］ 

研修費の中で。 

［山田勝委員「はい」と呼ぶ］ 

山田勝委員 

次、これも市長ですからね、監査委員の報酬について、あまりにも安いからね、こ

れを見直すように市長に言いたいので、予算のどこででんつけていいですよ、これを

言いたいです。理由はどこででんいいですよ。 

牟田学委員長 

監査委員のやつですね、それでよろしいですか。 

［山田勝委員「はい、いいです」と呼ぶ］ 

ほかに。 

野畑直委員 

総務課の分でですね、補正の予算のときに聞いたんですけれども、委員長報告の中

に採用辞退者が１人いて、 

牟田学委員長 

もう一回。 

野畑直委員 

補正予算のときに質問した内容についてですね、予算委員長の報告の中に、資料を

もらいましたということだけだったんですが、補正予算のときに予算委員長がですよ。

そういう総務課から資料を提出していただきましたということで終わってたんですが、

後から資料をもらったときに、見込みということで採用辞退者が１人、２０代が１人、

３０代が１人、５０代が１人ということを聞きました。そして、今回それに含めて今

年度採用辞退者というのはいたのかどうかというのをば聞かなかったんですけれども、

そのことについて聞きたいんですが、これは再質疑でも。 

牟田学委員長 

総括で言いますか、再質疑で。 

野畑直委員 

ちょっと休憩してください。 

牟田学委員長 

はい、休憩します。 
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（休憩 １５：４５～１５：４６） 

 

牟田学委員長 

休憩前に引き続き、会を開会いたします。 

ほかに。 

野畑直委員 

総務課の所管の分でですね、職員数についてことしは採用辞退者がいなかったのか、

補正予算の中で報告を、資料をいただきましたので、ことしはどうだったのかという

のを市長に総括で伺いたいと思います。 

牟田学委員長 

ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

ただいま野畑委員から２項目、白石委員から６項目、山田委員から３項目の総括質

疑が出されました。ほかにはないということで、以上であす総括質疑を行います。市

長等の出席を求めたいと思います。 

ここでお諮りいたします。本日の審査はこの程度にとどめ散会したいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

御異議なしと認め、 

［発言する者あり］ 

それでは御異議なしと認め、本日はこれにて散会します。 

 

 

（閉会 １５時５０分） 

 

               予算委員会委員長  牟 田   学 

 


